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第１回地域医療構想調整会議の概要 

 
１ 令和２年１月１７日付け厚生労働省通知を踏まえた検討状況 

 R2.1.17 付け通知「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」
の再検証対象医療機関（あさひ総合病院、かみいち総合病院、厚生連滑川病院、県リ
ハビリテーション病院・こども支援センター、JCHO ふしき病院）について、これま
で病院が果たしてきた機能や役割、病床転換等の取組みが評価され、引き続き地域医
療を担っていくことについて了承された。 
 
２ 県補助金（回復期機能病床確保事業）を活用した病棟再編計画 

 今後不足が見込まれる回復期機能病床を確保するため、次の病院の病棟再編計画が
承認され、県補助金を活用し病棟再編を進めることとなった。 

＜富山医療圏＞ 

 ・厚生連滑川病院 
 急性期 46 床(休棟中)を地域包括ケア 34 床に転換 

 ・杉野神経外科病院 
   急性期 16 床を地域包括ケア 16 床に転換 
 ・不二越病院 
   急性期 12 床を地域包括ケア 12 床に転換するとともに急性期 10 床を削減 

＜高岡医療圏＞ 

 ・光ヶ丘病院 
   医療療養病床 50 床を回復期リハビリテーション病床 50 床に転換 
 
３ 今後の進め方について 

R4.3.24 付け通知「地域医療構想の進め方について」を踏まえ、各医療機関におい
て改めて対応方針を策定し、次回以降の地域医療構想調整会議での合意に向け、協議
を進めることについて了承された。 
 
４ その他 

 厚生連高岡病院の PET-CT 画像診断施設について、「厚生連高岡病院 呉西 PET
センター」と広告で使用することに関して、高岡医療圏及び砺波医療圏において協議
し、使用が承認された。 

資料１ 



 

地域医療構想の今後の進め方について 

 

１．国の考え方 

 ・令和 4 年 3 月 24 日付け厚生労働省医政局長通知「地域医療構想の進め方について」 

 

＜主なポイント＞ 

①2022 年度及び 2023 年度において、次期(第８次)医療計画(2024 年度～)の策定作業とあ

わせ、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の具体的対応方針（病院の

役割や機能、病床数など）の策定や検証・見直しを行う。 

特に公立病院においては、総務省「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立

病院経営強化ガイドライン」を踏まえた「公立病院経営強化プラン」を策定し、地域医療構

想に係る具体的対応方針に位置づけ。 

  

②新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改めて

認識されたことを十分に考慮する。 

 

③2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用されることを見据え、質が高く持続可能

な医療提供体制の確保を図る。 

 

④病床の削減や統廃合ありきではなく、地域の実情を踏まえ、取組みを進める。 

 

 

２．県の対応（今後の進め方） 

・県では、上記考え方を踏まえながら、医療圏ごとに地域医療構想調整会議を開催し、地域に

おける病院の役割や機能、連携等について協議を進め、「医療需要の変化に柔軟かつ迅速に

対応できる持続可能な医療提供の構築」を目指す。 

 

・病床数については、Ｈ２８年度に地域医療構想を策定した際、国が示した算定式を基に、別

添のとおり必要病床数を算出しているが、今般国が示した考え方（＝病床の削減や統廃合あり

きではなく、地域の実情を踏まえ、取組みを進める）を十分に踏まえ、必要病床数にこだわらず

協議を進めていく。 

 

・各医療圏において今後協議を進めるにあたり、各医療機関が病床機能報告の際に病床機能

区分を判断するための参考となる目安を作成。 

 

・当該目安を参考に、各医療機関において現状把握を行い、具体的対応方針を検討。 

 

 

資料２ 



３ スケジュール案 

 

＜令和４年度＞ 

Ｒ４．８～  第 1 回地域医療構想調整会議 

高岡：8/25、新川：8/30、富山：9/2、砺波：9/28 

         ・今後の進め方について 

 

Ｒ５．２   第２回地域医療構想調整会議 

～３   高岡：令和５年２月９日（木） １４：００～１５：００ 高岡エクール１Ｆホール 

砺波：令和５年２月１０日（金）１４：００～１５：３０ アミューホール 

富山：令和５年２月１６日（木）１９：３０～２１：００ 富山県民会館 ４０１号室 

新川：令和５年３月１６日（木）１９：００～２０：３０ 黒部市民会館 101 会議室 

 

Ｒ５．３．27 富山県医療審議会 

 

＜令和５年度＞ 

Ｒ５．８～  第１回地域医療構想調整会議 

         ・具体的対応方針の協議 

         ・第８次医療計画（地域医療計画）の策定について 

         ・富山県外来医療計画の策定について 

         ・富山県医師確保計画の策定について 

         ・外来機能報告に係る協議 

  

Ｒ６．２頃  第２回地域医療構想調整会議 

         ・具体的対応方針(公立病院経営強化プラン)の最終協議 

         ・第８次医療計画（地域医療計画）（案）の協議 

         ・富山県外来医療計画（案）の協議 
         ・富山県医師確保計画（案）の協議 



病床機能報告における病床区分の目安（案）

 2022/10/07 ver.

機能 主として成人 周産期 小児 緩和ケア
高度急性期 ・ 救命救急、ICU、SCU、HCU

・ 急性期一般入院基本料１、
特定機能病院入院基本料 7:1
のうち、上記と同等の機能
（急性期充実体制加算 等）

・ NICU
・ GCU
・ MFICU

・ 小児入院医療管理料
１、２

急性期 ・ 上記以外

・ 急性期一般入院基本料１、
２〜４
・ 特定機能病院入院基本料7:1

・ 産科の一般病棟 ・ 小児入院医療管理料
３，４

回復期 ・ 上記以外

・ 回復期リハ病棟
・ 地域包括ケア病棟

・ 小児入院医療管理料
５

・ 緩和ケア病棟

慢性期 ・ 療養病棟 等

資料３



参考）



第８次富山県医療計画の策定（案）について 

 

１ 方向性 

 〇 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、入院・外来・在宅にわ

たる医療機能の分化、連携の重要性が再認識された。 

 〇 他方、人口減少・高齢化は着実に進み、医療ニーズの質と量が徐々に変化し

ている。今後は医師の働き方改革にも対応しながら、持続可能な医療提供体制

を求めて地域医療構想を着実に推進する必要がある。 

 

２ 記載事項 

〇 国は、第８次医療計画（計画期間；2024 年～2029 年）の策定に向け検討会

を設置。昨年 12 月、「第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ」を公表 

 〇 県では、国の「医療計画策定指針」や「検討会の取りまとめ」等に基づき、

医療提供体制（５疾病・６事業、在宅医療）・医療従事者の確保・医療安全の

確保・基準病床数等について検討を実施していく。 

５疾病（がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患） 

６事業（救急、災害、へき地、周産期、小児医療、新興感染症発生・まん延時

における医療【新設】） 

 

３ 策定に係る組織 

   富山県医療審議会、富山県地域医療対策協議会のもとに、各疾患・事業等に関

するワーキンググループ（WG）を設置し検討 

 

４ その他の計画等との整合性の確保について 

地域医療構想、医師確保計画、循環器病対策推進計画等と整合性を保ち、 

計画を策定 

 

５ スケジュール（予定） 

・2023.  3 月   第１回目の富山県医療審議会 「第８次医療計画の方向性について」 

5-10 月  ワーキング、地域医療推進対策協議会開催（２～３回程度）  

11 月   第２回目の富山県医療審議会 「素案の提示」 

・2024.  2 月    パブリックコメント、市町村等への意見聴取 

・2024.  3 月   第３回目の富山県医療審議会 「第８次医療計画案」を諮問・答申 

 

資料４ 
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   ・新興感染症発生・まん延時における医療  

 

別紙１ 



１　地域において今後担う機能・役割の方向性 ○基本情報

２　５疾病・６事業等における具体的な役割

現時点 令和７年
がん診療機能(肺がん以外）
がん診療機能（肺がん）
がん診療連携拠点病院
在宅療養支援機能
急性期
回復期
維持期（生活期）

急性期

回復期

専門治療
急性増悪治療
慢性合併症治療（一般）
慢性合併症治療（網膜症）
慢性合併症治療（腎症）
救命医療
救命救急センター
地域救命センター
入院救急医療
病院群輪番制病院
救急告示医療機関
災害拠点病院
DMAT拠点病院

正常分娩
地域周産期母子医療センター
総合周産期母子医療センター
一般小児医療
小児専門医療
高度小児専門医療
入院小児救急
小児救命救急医療

その他

在宅医療

具体的対応方針　様式例

　別添「各疾病・事業の医療提供体制における各医療機能」を参考に貴医療機関が担う機能に「○」を付けてください。また、具体的な役割や取組みについて記載してください。

へき地医療拠点病院

　別添「医療需要の変化に、柔軟かつ迅速に対応できる持続可能な医療提供体制の構築(案)」を参考に、貴医療機関が担う役割
を記載してください。

医療圏

記入日

感染症

医療機関名

小児医療

具体的な役割・取組み

心筋梗塞等の
心血管疾患

糖尿病

救急医療

災害医療

周産期医療

へき地医療

機能

がん

脳卒中

資料５



３　機能別病床数 ８　医師の働き方改革への対応

別添「病床機能区分の目安」を参考に各機能の病床数を記載してください。 ① 勤務実態の把握（現時点）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 ・時間外労働時間が1,860時間を超える医師

令和４年７月１日時点 0床 ・時間外労働時間が960時間を超える医師

令和７年７月１日時点（予定） 0床 ② 宿日直許可 許可取得の有無

・救急科

４　令和７年７月１日までの病床転換予定の有無 ・産婦人科

有無 ・小児科

・外科

・内科

③ 特例水準の申請 申請しない

　 申請する

５　令和７年７月２日以降の病床転換予定の有無 ④ 特例水準相当医師 対象医師の有無

有無

⑤ 非常勤医師で派遣され、夜間・休日の宿日直業務を行う医師の有無

⑥ 上記⑤の医師の引上げの可能性の有無

⑦ 医師の働き方改革の診療機能への影響の有無

６　建替え等の実施予定の有無

有無 ９　公立病院経営強化プランの概要【公立病院のみ】

７　機能分担・連携の現状及び課題

※「有」の場合は、診療科と人
数を記載してください。

具体的な時期、内容

具体的な時期、内容

具体的な時期、内容



１　地域において今後担う機能・役割の方向性 ○基本情報

（高度急性期） 医師の働き方にも十分な配慮を払い、救急救命を含めた高度急性期医療・高度専門医療を持続的・安定的に提供していく。

（急性期）

（回復期） 他の医療機関等との連携を強化しながら、患者の在宅復帰に向けてのリハビリテーション等に積極的に取り組む。

（慢性期） 患者のよりよい療養環境を維持し、良質な慢性期医療の提供に努める。

２　５疾病・６事業等における具体的な役割

現時点 令和７年

がん診療機能(肺がん以外） ○ ○

がん診療機能（肺がん） ○ ○

がん診療連携拠点病院 ○ ○

在宅療養支援機能

急性期 ○ ○

回復期 ○

維持期（生活期）

急性期 ○ ○

回復期 ○ ○

専門治療 ○ ○ （例）糖尿病を専門としないかかりつけ医のDr.と協力して、適切な治療、合併症発症予防についての治療戦略の普及にも力を注いていく。

急性増悪治療 ○ ○
慢性合併症治療（一般）

慢性合併症治療（網膜症）

慢性合併症治療（腎症）

救命医療

救命救急センター

地域救命センター

入院救急医療

病院群輪番制病院 ○ ○

救急告示医療機関

災害拠点病院 ○ （例）災害発災を想定した訓練を定期的に実施する。

DMAT拠点病院 ○ （例）DMAT隊員の確保と育成に引き続き努めていく。

正常分娩 ○ （例）low risk 分娩を主としたお産を取扱い、リスクを伴う妊婦は早い段階から高次医療を実施する医療機関と連携していく。

地域周産期母子医療センター （例）地域の産科等と連携しながら、いわゆる middle risk の分娩を中心に担っていく。

総合周産期母子医療センター （例）high risk の分娩を中心として取り扱い、医師の働き方改革に配慮しながら、産科救急に常時対応できる体制を整える。

一般小児医療

小児専門医療 ○ ○

高度小児専門医療

入院小児救急

小児救命救急医療

在宅医療 ○ ○
（例）医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター等関係機関が連携して在宅患者の治療を継続的に提供する。
（例）超高齢化社会における在宅での服薬指導を行うため、教育機関とし在宅医療に関わる薬剤師のリカレント教育に取り組み、また、病院
　　　薬剤師と薬局薬剤師による合同研修会等を開催する。

その他 ○ ○
（例）在宅で療養する慢性腎臓病や慢性心不全の高齢患者に対し、医療、食事、運動などの面でサポートできるよう、クリティカルパスを普及
　　　していく。

小児医療

（例）病院における小児科医の偏在に対して、今後の人口動態のデータも検討し、NICUやPICUの設置の必要性もあわせて検討していく。
（例）NICUでの高度急性期治療後、under fiveの医療を充実するための体制についても検討していく。
（例）児童心理治療施設が新設されることから、子ども心の診療を担う医師の配置とシフト、心理職や看護職とのタスクシフトについて現実的な
　　　対応を検討していく。

感染症 ○ ○
（例）新型コロナウイルス感染症の病床をフェーズ１では10床、フェーズ２では20床、フェーズ３では40床確保している。
（例）突発的に発生する新興感染症等に備えるため、平時には使わない病床を確保して有事に備える。
（例）感染症専門医の協力を得て、平時から病院・クリニックにおける感染症対応のスキルの向上に努める。

災害医療

（例）かかりつけ医と糖尿病専門医の連携により、治療が適切に行われているかどうかの検証を常に行う。
（例）治療の見直しが必要な場合は、専門医療機関に積極的にアドバイスを求める。
（例）各種合併症の発症予防のため、投薬内容とともに、例えば腎症の患者に対しては、栄養士等と連携する体制を作り、普段の食塩摂取量、
　　　カリウム制限、たんぱく摂取制限など、食事療法についても患者にわかりやすく情報提供する。
（例）増悪の兆しを察知した時には、日頃から良好な関係を築いている専門治療機関である○○病院などに早期に紹介受診する。

へき地医療 へき地医療拠点病院 ○ （例）へき地医療に携わる人材の確保に引き続き努めていく。

　別添「各疾病・事業の医療提供体制における各医療機能」を参考に貴医療機関が担う機能に「○」を付けてください。また、具体的な役割や取組みについて記載してください。

心筋梗塞等の
心血管疾患

（例）一刻も早い検査やintervention等の実施体制を、医師の働き方に配慮しつつ、7days24hours構築する。
（例）搬送患者数がキャパを超えた場合に備え、日頃から良好な連携体制を構築する。
（例）超急性期治療後の心血管リハビリについても積極的に取り組む。
（例）「救急はことわらない」コンセプトを貫く。

（例）心機能の回復、ADLの改善のため、内服の継続や定期検査を継続する。
（例）在宅復帰後の運動・食事・生活についても高齢者でもわかるような具体的な指導を実施する。
（例）回復期後は、慢性期を担う〇〇病院等への転院や、かかりつけ医との連携について地域連携室の活用等により機能分化を進める。

（例）一刻も早くrt-PA投与あるいは血管内治療等を実施できる体制を、医師の働き方に配慮しつつ、7days24hours断らない体制を構築する。
（例）超急性期に対応できない場合を想定し、転送先医療機関との連携を平時から確認する。
（例）急性期後のリハビリは回復期の〇〇病院に転院するなど機能分化を推進する。
（例）PT、OT等コメディカルも充実し高齢化社会にマッチしたリハビリテーション体制を充実する。
（例）在宅復帰後も実践できる食事療法・運動療法の指導を充実し、患者のADLの回復と維持に向け、多職種チームで取り組む。
（例）かかりつけ医との情報連絡を密にし「寝たきり」を作らない意気込みで取り組む。

機能 具体的な役割・取組み

がん

（例）早期発見のため精密検診の精度管理を充実。
（例）自院での外科手術が難しい症例については、より高度医療を担う〇〇病院等と連携し手術を依頼後、術後の化学療法は当院で実施する等
　　　連携体制を強化。
（例）高齢患者の放射線治療は、放射線治療専門医と協力し適切な治療プランを作成し、患者及び家族へのよりわかりやすい事前説明を実施し
　　　納得のいく治療を提供。
（例）治療が難しいと判断された末期がん症例であっても最期まで患者とともに治療をあきらめない提供体制の構築。
（例）がんと診断された時点からの緩和ケア実施のための具体策を病院一丸となった検討を進める。

脳卒中

具体的対応方針　様式例

　別添「医療需要の変化に、柔軟かつ迅速に対応できる持続可能な医療提供体制の構築(案)」を参考に、貴医療機関が担う役
割を記載してください。（例）

医療機関名 ○○病院

医療圏 新川

記入日 令和５年●月○日

高度急性期を担う医療機関等との役割分担に加えて連携を密にし、post acute へのスムーズな移行を担う。また、subacuteの患者に
も対応する。さらに、医師の働き方改革に十分に配慮しつつ、２次救急等の役割を担う。

周産期医療

糖尿病

救急医療

（例）現在の富山県における救急体制の維持のために、医師の働き方に十分に配慮しながら、救急に関わる人材の育成・確保に努めていく。
（例）第１次救命センターの安定的な運営のため、各医療圏毎に医師会と医療機関が限界に近い努力を続けてきていただいている現状を踏まえ、
　　　自院でできる人員やシフトの見直しを改めて実施。
（例）第２次救命救急について、医師の働き方に配慮しながら、輪番制の維持のため全ての病院が総力であたっていただいている現状を直視し、
　　　適切な人員の配置とシフトについてできる限りの工夫を院内のみならず、医療圏の他医療機関とも話し合う。
（例）第３次救命救急についても、医師やその他のスタッフの疲弊が極限に達するようなことがないよう、適切な人員配置やシフトを組めるよ
　　　う、当該病院だけでなく応援の人員が確保できるような策についても考えていく。例えば、ACS対応については、将来的な医師等の確保の
　　　見込みを立ててどのような医療体制とすべきかを県全体を俯瞰しつつ、自院でできること他院に依頼すべきことを整理し、院内で話し合い
　　　をおこなっていく。
（例）脳外科領域の救急医療を担う医療機関では24時間７daysの受入れを継続するため、自院ですべきこと、first touchの医療機関への指示な
　　　どのシミュレーションを実施する。超急性期の画像情報の共有体制、遠隔医療による専門医療機関としてのサポート体制を具現化するよう
　　　取り組んでいく。

記載例



３　機能別病床数 ８　医師の働き方改革への対応

別添「病床機能区分の目安」を参考に各機能の病床数を記載してください。 ① 勤務実態の把握（現時点）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 ・時間外労働時間が1,860時間を超える医師 いない

令和４年７月１日時点 0床 150床 0床 0床 50床 200床 ・時間外労働時間が960時間を超える医師 いない

令和７年７月１日時点（予定） 0床 120床 30床 0床 30床 180床 ② 宿日直許可 許可取得の有無 有

・救急科

４　令和７年７月１日までの病床転換予定の有無 ・産婦人科

有無 ・小児科

・外科

・内科

③ 特例水準の申請 申請しない Ａ水準

　 申請する Ｃ－１水準

５　令和７年７月２日以降の病床転換予定の有無 ④ 特例水準相当医師 対象医師の有無 有

有無

⑤ 非常勤医師で派遣され、夜間・休日の宿日直業務を行う医師の有無 有

⑥ 上記⑤の医師の引上げの可能性の有無 有

⑦ 医師の働き方改革の診療機能への影響の有無 有

６　建替え等の実施予定の有無

有無 ９　公立病院経営強化プランの概要【公立病院のみ】

７　機能分担・連携の現状及び課題

具体的な時期、内容

無

例１) 〇〇医療圏における２次輪番病院として救急医療体制を維持するため、医師の働き方改革への
　　　対応や、大学医局からの医師の安定的な派遣を受けることが課題。
例２）高度医療、高度急性期医療が必要となった場合、○○病院との連携を密にし、迅速な患者搬送
　　　ができるように日頃から良好な協力体制を築く必要がある。
例３）急性期を脱した患者については、速やかに回復期を担う〇〇病院や〇〇病院への転院が進むよう
　　　に、地域連携室を介した紹介、あるいは、症状増悪時の逆紹介体制を構築することが課題。
例４）病院経営の視点を持ちながら、将来の人口推計や患者動態、地域の医療ニーズを踏まえた病院
　　　の役割・機能を検討していくことが求められている。
例５）患者の病期に応じた円滑な転院が行われるようなシステムづくりに取り組む必要がある。
例６）新型コロナ収束後も予測不能な新興感染症の発生や災害発生時の備えとして、〇床程度の病床
　　　を「休床」という形で確保し、緊急時に、実働できる病床を維持することが重要。
例７）小児科開業医の高齢化や都市部への偏在などを考えると、今後の小児医療（特に、小児救急体
　　　制）について、大学における人材育成や、大学、医療機関、医師会を含めて人員体制を見直し
　　　ていく必要がある。
例８）医師はもとより、看護師や薬剤師などの医療スタッフの確保が課題となっており、処遇の改善
　　　や勤務環境の整備をさらに進める必要がある。

具体的な時期、内容

有

（例）令和７年４月に、急性期病床30床を地域包括ケア病床に転換予定

具体的な時期、内容

検討中

（例）今後の医療需要や周辺医療機関の役割を確認しながら、更なる
　　　病床転換を検討する予定

※「有」の場合は、診療科と人
数を記載してください。

心臓血管外科

1名

（例）申請しない

（例）22時～7時

（例）取得済　NICU当直

（例）取得済　ICU当直 17時～8時30分

（例）取得済　循内以外の内科 1時30分～8時30分



別添



1

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4〜）

地域医療等の確保

医療機関が医師の労
働時間短縮計画の案
を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が計画に基
づく取組を実施

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師が
チェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限
と勤務間インター
バル規制（または
代償休息）

○令和６年度より、勤務医に対して、時間外・休日労働時間の上限規制が適用される。
【原則】一般の労働者と同程度である９６０時間が上限（Ａ水準）
【例外】地域医療にとって不可欠な機能を有する医療機関は、特例水準指定申請を行う

ことで、上限規制が緩和される。

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について（社会保
障審議会 医療部会資料（令和３年２月））」より

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

特定労務管理対象機関（いわゆる特例水
準）

医師の働き方改革（時間外労働の上限規制） 資料６
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2024年4月に向けて医療機関が取り組むこと

厚生労働省作成資料より



労働時間に係る留意点

○ 労働時間とは

・使用者の指揮命令下に置かれている時間

・使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間

・客観的にみて、労働者の行為が使用者から義務づけられたものとい

えるか否か等によって判断

○ 労働基準法で規定するいわゆる「管理監督者」は労働時間等の規制は
受けないが、

「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態

に即して判断すべきもの」とされていることに留意 3



連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準

所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。
※ なお、C水準は、研修期間が１年未満の場合、研修期間中の労働時間を年単位に換算して、指定の要否を判断

4厚生労働省作成資料より



A 水準 A 水準

A 水準

B 水準B 水準

B,C-1,C-2 水準指定

C-1 水準

C-2 水準

B水準指定

※医療機関が都道府県に水準の指定申請をします。
※指定を受けた場合でも、医療機関の医師全員が連携B・B・C水準となるわけではありません。

A 水準

B 水準

C-2 水準

厚生労働省作成資料より 5
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本県における特例水準指定に向けたスケジュール



資料７ 
療養病床から介護医療院への転換の状況について 

 

令和５年２月 16 日  

富山県高齢福祉課 

 

 県内では、次のとおり 26 施設(令和４年 10 月１日時点)が療養病床等から介護医療

院に転換しており、令和５年４月にはさらに２施設が転換する予定である。 

なお、介護療養病床を有する施設は残り２施設となるが、転換期限となる令

和６年３月末までに医療療養病床へ転換予定である。（介護療養病床は全て転換） 

 

■ 療養病床から介護医療院への転換状況 （令和４年 10 月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※H18.7.1～H30.3.31 の間に療養病床から転換した介護老人保健施設 

 

（参考）介護医療院創設前後の県内の療養病床の状況 

 H30.3.31 時点 R4.10.1 時点 増減床数※ 

介護病床 １，５８２床 ８４床 ▲１，４９８床 

医療病床 ３，４８７床 ３，５８２床 ９５床 

合  計 ５，０６９床 ３，６６６床 ▲１，４０３床 

 ※介護医療院への転換による増減の外、病床廃止等を含む 

 

介護
病床

医療
病床

他
（※）

1 平成30年 ４月１日 流杉病院 秋山　眞 富山市 170 170

2 ８月１日 新川病院 （医）福寿会 魚津市 60 60

3 ８月１日
温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
いま泉病院

（医）いずみ会 富山市 104 54 50

4 ９月１日 成和病院 （医）正啓会 富山市 33 33

5 10月１日 光ヶ丘病院 （医）紫蘭会 高岡市 60 57 3

6 10月１日 池田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 （医）一志会 黒部市 29 29

7 11月１日 友愛温泉病院 （医）友愛病院会 富山市 120 120

8 12月１日 丹保病院 （医）桑山会 高岡市 38 38

9 平成31年 ３月１日 小矢部大家病院 （医）啓愛会 小矢部市 34 34

10 ４月１日 黒部温泉病院 （医）友愛病院会 黒部市 80 80

11 ４月１日 （老健）ようわ苑 （医）友愛病院会 氷見市 96 96

12 ４月１日 魚津病院 （医）七徳会 魚津市 50 50

13 ４月１日 おおやま病院 （医）東方会 富山市 58 58

14 令和元年 ６月１日 大島くるみ病院 （医）樫の木会 射水市 50 50

15 ６月１日 となみ三輪病院 （医）三医会 砺波市 50 35 15

16 ６月１日
富山城南温泉
第二病院

（医）城南会 富山市 64 64

17 ８月１日 万葉病院 （医）川岸会 高岡市 40 40

18 11月１日 砺波サンシャイン病院 （医）藤和会 砺波市 50 50

19 令和２年 ３月１日 吉見病院 （医）秀林会吉見病院 滑川市 18 18

20 ４月１日 つざわ津田病院 （医）寿恵会 小矢部市 40 40

21 ４月１日 西野内科病院 （医）にしの会 小矢部市 27 27

22 ４月１日 （老健）尽誠会 （医）尽誠会 富山市 100 100

23 ７月１日 富山城南温泉病院 （医）城南会 富山市 79 52 27

24 ９月１日 栗山病院 （医）基伸会 富山市 48 48

25 令和４年 ３月１日 誠友病院 （医）翠十字会 富山市 56 56

26 ５月１日 砺波誠友病院 （医）翠十字会 砺波市 50 50

1,604 1,234 124 246

許可
床数

転換元

　　　　　　　　　　　　合計

開設日 病院名 開設者 市町村



厚生労働省HP資料

資料８

１



厚生労働省HP資料
２



R4.10～11に実施予定だった
報告が延期

厚生労働省HP資料：一部追記
３



延期

延期

厚生労働省HP資料：一部追記
４



厚生労働省：第９回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ、令和４年10月27日

資料９

１



厚生労働省：第９回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ、令和４年10月27日

２



厚生労働省：第９回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ、令和４年10月27日

３



厚生労働省：第９回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ、令和４年10月27日

４



医療機器の共同利用計画の確認について（富山医療圏）

医療機関名
調整会議
での報告 所在地 共同利用対象機器 設置年月日

共同利用
の有無

共同利用を行わない理由

1 富山県立中央病院 R4第1回 富山市 医療用エックス線装置 令和4年4月27日 有

2 富山県立中央病院 R4第1回 富山市 医療用エックス線装置 令和4年5月6日 有

3 富山県立中央病院 R4第1回 富山市 医療用エックス線装置 令和4年6月19日 有

4 富山県立中央病院 R4第1回 富山市 医療用MRI装置 令和4年6月24日 有

5 富山県立中央病院 R4第1回 富山市 医療用MRI装置 令和4年7月24日 有

6 富山県立中央病院 R4第1回 富山市 医療用エックス線装置 令和4年8月6日 有

7 富山県立中央病院 R4第1回 富山市 医療用エックス線装置 令和4年8月27日 有

8 富山県立中央病院 R4第1回 富山市 医療用MRI装置 令和4年8月28日 有

9 富山県立中央病院 R4第2回 富山市 医療用エックス線装置 令和4年11月19日 有

【参考】
・富山県外来医療計画において、医療機器の効率的な活用を推進するため、医療機器の配置状況や共同利用状況を把握するとと
もに、地域医療構想調整会議で共同利用の状況の確認を行うなど、各医療機関の自主的な取組みや医療機関相互の連携の促進に努
めることとしている。

・対象となる医療機器は、対象となる医療機器（ＣＴ、ＭＲＩ、Ｐ ＥＴ（ＰＥＴ及びＰＥＴ－ＣＴ）、放射線治療（リニアック
及びガンマナイフ）、マンモグラフィ。

資料10



令和４年度富山地域医療対策推進協議会各部会の開催状況について 

                               令和５年 2月 16 日 

部会 開催日時 
出席 

委員数 
意見や今後の方向性(案) 

がん・在宅 

医療 
Ｒ４年 12 月 19 日 15 名 

・がん一次予防の取り組みのさらなる推進 

・がん検診受診勧奨の工夫（託児所の設置、

クーポンでの補助・大腸がん検診の便潜血

検査容器の街中配布等） 

・無菌調剤ができる薬局の拡大 

・がん相談支援センターの周知 

・在宅医療における病診及び診診連携の推進 

・ICT の活用 等              

周産期・ 

小児医療 

Ｒ5年２月14日 

 

９名 

 

・富山医療圏地域医療計画（周産期・小児医療）

の進捗状況について 

・富山地域周産期保健医療地域連携ネットワー

ク体制について 

・富山地域医療的ケア児の地域支援体制につい 

 て 

精神疾患 
Ｒ５年２月 27 日 

（予定） 

12 名 

（予定） 

・富山医療圏地域医療計画(精神疾患)の推進に

ついて  

災害医療 
R5 年 3 月 16 日 

（予定） 

20 名 

（予定） 

・富山医療圏地域医療計画（災害医療）の推進

について 

 

資料１１ 



①県全体

必要 R3→R7

病床数

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R7

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2025)

高度急性期 1,737 1,742 1,789 1,777 1,727 1,765 930 -835

急性期 4,996 4,732 4,667 4,544 4,513 4,436 3,254 -1,182

回復期 1,342 1,500 1,573 1,664 1,717 1,826 2,725 899

慢性期 5,489 5,478 5,324 4,453 4,147 4,033 2,648 -1,385

休棟等 387 293 195 270 332 204 - -204

計 13,951 13,745 13,548 12,708 12,436 12,264 9,557 -2,707

②新川医療圏

高度急性期 0 4 4 4 5 5 86 81

急性期 934 893 845 792 722 757 375 -382

回復期 89 127 79 132 162 131 346 215

慢性期 804 803 863 584 532 532 403 -129

休棟等 49 49 0 60 151 147 - -147

計 1,876 1,876 1,791 1,572 1,572 1,572 1,210 -362

③富山医療圏

高度急性期 1,421 1,369 1,369 1,369 1,347 1,391 536 -855

急性期 1,948 1,857 1,866 1,796 1,754 1,725 1,648 -77

回復期 598 661 787 826 854 924 1,360 436

慢性期 2,883 2,838 2,661 2,301 2,204 2,090 1,374 -716

休棟等 97 58 71 105 137 56 - -56

計 6,947 6,783 6,754 6,397 6,296 6,186 4,918 -1,268

④高岡医療圏

高度急性期 300 353 400 400 359 353 233 -120

急性期 1,529 1,397 1,366 1,354 1,447 1,364 915 -449

回復期 388 445 445 444 439 509 750 241

慢性期 907 942 905 757 717 717 493 -224

休棟等 138 81 81 62 1 1 - -1

計 3,262 3,218 3,197 3,017 2,963 2,944 2,391 -553

⑤砺波医療圏

高度急性期 16 16 16 4 16 16 75 59

急性期 585 585 590 602 590 590 316 -274

回復期 267 267 262 262 262 262 269 7

慢性期 895 895 895 811 694 694 378 -316

休棟等 103 103 43 43 43 0 - 0

計 1,866 1,866 1,806 1,722 1,605 1,562 1,038 -524

地域医療構想の必要病床数と病床機能報告における医療機能の比較

医療機能

参考資料１



各疾病・事業の医療提供体制における各医療機能

参考資料２



がんの医療提供体制における各医療機能

【予　防】 【療養支援】

がんを予防する機能 がん診療機能 がん診療拠点病院の診療機能 在宅療養支援機能

目
標

○　禁煙やがんと関連するウイルス等の感染予
防、生活習慣の改善などがんのリスクを低減させ
ること
○　科学的根拠に基づくがん検診の実施、がん検
診の精度管理・事業評価の実施及びがん検診受
診率を向上させること

○　がん患者やその家族が希望する場所で、切れ目のない緩
和ケアを含めた在宅医療・介護サービスを受けられるよう在宅
療養体制を充実させること

○　患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び薬物療法等や、これらを組み合わせた集学的治療、緩和
ケア及び外来化学療法が実施可能であること
○　専門医や専門・認定看護師、放射線治療専門放射線技師、がん薬物療法認定薬剤師など専門性の高い医療従事者で構
成された多職種でのチーム医療を実施すること
○　がん治療の合併症予防や軽減を図るため、周術期の口腔管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関と連携を図るこ
と
○　患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある医師の意見を求めることができるセカンドオ
ピニオンが受けられること
○　院内がん登録を実施すること
○　緩和ケアチームや緩和ケア外来の診療機能の向上を図り、身体的苦痛の緩和だけでなく、不安や抑うつなど心理的苦
痛、就業、経済負担等の社会的苦痛など様々な苦痛に対して十分な緩和ケアを提供すること
○　地域連携支援の体制を確保するため、病院間の役割分担を進めるとともに、研修、カンファレンス、診療支援、地域連携ク
リティカルパス等の活用や、急変時の対応も含めて、他のがん診療機能や在宅療養支援機能を有している医療機関等と連携
すること
○　相談支援の体制を確保し、情報の収集・発信、患者・家族の交流の支援等を実施していること。その際、小児・ＡＹＡ世代
のがん、希少がん、難治性がん等に関する情報についても提供できるよう留意すること
○　仕事と治療の両立支援や就職支援、がん経験者の就労継続支援の取組みをがん患者に提供できるようにすること

医
療
機
関
例

○　病院・診療所
○　がん診療連携拠点病院
○　がん診療地域連携拠点病院

○　病院・診療所
○　緩和ケア病棟・病床を有する病院
○　薬局
○　在宅緩和ケア支援センター
○　訪問看護ステーション

○　診療情報や治療計画を共有するなど、がん診療連携拠点
病院等がん診療機能を有する医療機関と連携し、退院後の切
れ目のない緩和ケア等を提供すること
○　地域においては、24時間対応が可能な在宅医療提供体制
を構築し、看取りを含めた人生の最終段階におけるケアを提供
すること
○　医療用麻薬の適正使用によりがん疼痛等に対するケアを
実施すること
○　５大がん（肺、胃、肝、大腸、乳がん)の県内統一の地域連
携クリティカルパスに加え、在宅緩和ケア地域連携クリティカル
パスの運用により、がん診療連携拠点病院等と地域の医療機
関の連携を強化すること

機
能

【治　療】

○　精密検査や確定診断等を実施すること
○　診療ガイドラインに則した標準的治療を推進すること
○　患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び薬物療法等や、これらを組み合わせた集学的治療を実施すること
○　がんの治療の合併症の予防や軽減を図り、支持療法を推進すること
○　各職種の専門性を活かした多職種でのチーム医療を実施すること
○　患者やその家族が自ら治療方法等を選択できるよう、インフォームドコンセントをしっかり行うとともに、セカンドオピニオンを受けやすい環境の整備を図ること
○　がんと診断された時から、治療、在宅療養など様々な場面で切れ目なく緩和ケアを実施するとともに、チームによる専門的な緩和ケアを提供すること
○　身体的苦痛の緩和だけでなく、不安や抑うつなど心理的苦痛、就業、経済負担等の社会的苦痛など様々な苦痛に対して十分な緩和ケアを提供すること
○　医療だけでなく生活・介護・就労など、がん患者からの様々な相談に応じる相談支援体制の充実を図ること

求
め
ら
れ
る
事
項

（医療機関）
○　がんに係る精密検査を実施すること
○　精密検査の結果を市町村や検診機関等の関係
機関にフィードバックするなど、がん検診の精度管理
に協力すること
○　禁煙外来を実施すること
○　敷地内禁煙を実施すること

（行政）
○　県及び市町村は、がん予防に関する正しい知識
の普及啓発を行うこと
○　市町村は、がん検診を実施すること
○　市町村は、関係機関等と連携し、要精検者や未
受診者が受診しやすい環境整備を行うこと
○　県は、市町村や関係機関と連携し、禁煙希望者
に対する禁煙支援や受動喫煙の防止等のたばこ対
策に取り組むこと
○　県は、ウイルス等の感染に起因するがんへの対
策を推進すること
○　県は、市町村に対して科学的根拠に基づくがん
検診を実施するよう助言すること
○　がん登録等から得られた情報を活用してがんの
現状把握に努めること
○　県は、がん対策推進協議会がん予防検診部会に
おいて、検診の実施方法や精度管理の向上等に向
けた取組みを検討すること

○　診療ガイドラインに則した診療を実施すること
○　血液検査、画像検査(エックス線検査、ＣＴ、ＭＲＩ、核医学検査、超音波検査、内視鏡)及び病理検査等の診断・治療に必要な検査が実施可能であること
○　病理診断や画像診断等が実施可能であること
○　患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び薬物療法等や、これらを組み合わせた集学的治療が実施可能であること
○　がんと診断された時から緩和ケアを実施すること



脳卒中の医療提供体制における各医療機能

【予　防】 【救　護】 【急　性　期】 【回　復　期】 【維　持　期（生　活　期）】

発症予防の機能 応急手当・病院前救護の機能 救急医療の機能
身体機能を回復させるリハビリテーションを実施する機
能

日常生活への復帰及び（日常生活の）維持のためのリハ
ビリテーションを実施する機能

目　　標 ○　脳卒中の発症を予防すること
○　脳卒中が疑われる患者が、発症後迅速に専門的
な診療が可能な医療機関に到着できること。

○　患者の来院後１時間以内（発症後4.5時間以内）に専門的な
治療を開始すること
○　発症後4.5時間を超えても血管内治療など高度に専門的な
治療の実施について検討すること
○　生活不活発病（廃用症候群）や合併症の予防、早期にセル
フケアについて自立できるためのリハビリテーションを実施する
こと

○　機能回復やＡＤＬ（日常生活動作）の向上のための
集中的なリハビリテーションを実施すること
○　再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実
施すること
○　誤嚥性肺炎等の合併症の予防を図ること

○　生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを
実施し、在宅等への復帰及び日常生活の継続を支援す
ること
○　再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実
施すること
○　誤嚥性肺炎等の合併症の予防を図ること

医療機関例 ○　病院・診療所 ○　病院・診療所
○　病院・診療所
○　介護老人保健施設

○　再発予防の治療、基礎疾患・危険因子の管理、抑う
つ状態への対応等が可能であること
○　生活機能の維持及び向上のためのリハビリテーショ
ンが実施可能であること
○　合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、
口腔管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関等を
含め、多職種間で連携して対策を図ること
○　介護支援専門員が自立生活又は在宅療養を支援す
るための居宅介護サービスを調整すること
○　診療情報やリハビリテーションを含む治療計画(地域
連携クリティカルパス等)を共有するなど回復期又は急性
期の医療機関等と連携していること
○　合併症発症時や脳卒中の再発時に、患者の状態に
応じた適切な医療を提供できる医療機関と連携している
こと

機　能

求められる事
項

○　高血圧、糖尿病、脂質異常症、不整脈（特
に心房細動）、喫煙、過度の飲酒等の基礎疾
患及び危険因子の管理が可能であること
○　突然の症状出現時における対応につい
て、本人及び家族など患者の周囲の者に対す
る教育、啓発を実施すること
○　突然の症状出現時に、急性期医療を担う
医療機関への受診を勧奨すること

（本人及び家族等周囲にいる者）
○　発症後速やかに救急搬送の要請を行うこと
（救急救命士等）
○　地域メディカルコントロール協議会の定めた
プロトコール（活動基準）に沿い、適切な観察・判
断・処置を行うこと
○　急性期医療を担う医療機関へ発症後迅速に
搬送すること

○　血液検査や画像検査等の必要な検査が24時間実施可能であるこ
と
○　脳卒中が疑われる患者に対して、専門的診療が24時間実施可能で
あること（画像伝送等の遠隔診断に基づく治療を含む。）
○　適応のある脳梗塞症例に対し、来院後１時間以内（若しくは発症後
4.5時間以内）に組織プラスミノゲン・アクチベータ（t-PA）の静脈内投与
による血栓溶解療法が実施可能であること（医療機関が単独でt-PA 療
法を実施できない場合には、遠隔画像診断等を用いた診断の補助に基
づく実施を含む。）
○　適応のある脳卒中症例に対し、外科手術及び脳血管内手術が来
院後速やかに実施可能又は実施可能な医療機関との連携体制がとれ
ていること
○　呼吸・循環・栄養等の全身管理及び感染症や深部静脈血栓症等の
合併症に対する診療が可能であること
○　合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実
施する病院内の歯科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して
対策を図ること
○　リスク管理のもとに早期座位・立位、関節可動域訓練、摂食・嚥下
訓練、装具を用いた早期歩行訓練、セルフケア訓練等のリハビリテー
ションが実施可能であること
○　個々の患者の神経症状等の程度に基づき、回復期リハビリテー
ションの適応を検討できること
○　診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共有するなど回復
期又は維持期の医療機関等と連携していること
○　回復期又は維持期に、重度の後遺症等により自宅への退院が容
易でない患者を受け入れる医療施設や介護施設等と連携し、その調整
を行うこと
○　脳卒中の疑いで救急搬送された患者について、その最終判断を救
急隊に情報提供することが望ましい

○　再発予防の治療、基礎疾患・危険因子の管理、抑う
つ状態や認知症などの脳卒中後の様々な合併症への
対応が可能であること
○　失語、高次脳機能障害、嚥下障害、歩行障害など
の機能障害の改善とＡＤＬ（日常生活動作）の向上を目
的とした、理学療法、作業療法、言語聴覚療法等のリハ
ビリテーションが専門医療スタッフにより集中的に実施
可能であること
○　合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のため
に、口腔管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関
等を含め、多職種間で連携して対策を図ること
○　診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共
有するなど急性期や維持期の医療機関等と連携してい
ること
○　再発が疑われる場合には、急性期の医療機関と連
携すること等により、患者の病態を適切に評価すること



心筋梗塞等の心血管疾患の医療提供体制における各医療機能

【予　防】 【救　護】 【回　復　期】 【再発予防】

発症予防の機能 応急手当・病院前救護の機能
疾患管理プログラムとしての心血管疾患リハビリ
テーションを実施する機能

再発予防の機能

目　　標
○　心筋梗塞等の心血管疾患の発症を予
防すること

○　心筋梗塞等の心血管疾患の疑われ
る患者が、できるだけ早期に急性期医療
を担う医療機関に搬送されること

○　再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実
施すること
○　合併症や再発の予防、在宅復帰のための心血管疾
患リハビリテーションを入院又は通院により実施すること
○　在宅など生活の場への復帰を支援すること
○　患者に対し、再発予防などに関し必要な知識を教育
すること

○　再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管
理を実施すること
○　在宅療養を継続できるよう支援すること

医療機関例 ○　病院

○　心電図検査、血液生化学検査、心臓超音波検査、エック
ス線検査、ＣＴ検査、心臓カテーテル検査、機械的補助循環
装置など必要な検査や処置が24時間対応可能であること
○　心筋梗塞等の心血管疾患が疑われる患者について、専
門的な診療を行う医師等が24時間対応可能であること
○　ＳＴ上昇型心筋梗塞の場合、冠動脈造影検査及び適応
があれば経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）を行い、来院後90分以
内の冠動脈再疎通が可能であること
○　慢性心不全の急性増悪の場合、状態の安定化に必要な
内科的治療が可能であること
○　循環管理、呼吸管理、疼痛管理等の全身管理や、ポンプ
失調、心破裂等の合併症治療が可能であること
○　虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術（ＣＡＢＧ）や大
動脈解離に対する大動脈人工血管置換術の外科的治療が
可能又は外科的治療が可能な施設との連携体制がとれてい
ること
○　電気的除細動、機械的補助循環装置、緊急ペーシング
への対応が可能であること
○　運動耐容能等に基づいた運動処方により合併症を防ぎ
つつ、身体的、精神・心理的、社会的に最も適切な状態に改
善することを目的とする心臓リハビリテーションが可能である
こと
○　抑うつ状態等の対応が可能であること
○　診療情報や治療計画を共有するなど回復期の医療機関
等と連携していること、またその一環として、再発予防のため
の定期的専門的検査を実施すること

○　再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管
理、抑うつ状態等の対応等が可能であること
○　心電図検査、電気的除細動など急性増悪時の
対応が可能であること
○　合併症併発時や再発時に緊急の内科的・外科
的治療が可能な医療機関と連携していること
○　運動耐容能を評価した上で、運動療法、食事療
法、患者教育等の心血管疾患リハビリテーションが
実施可能であること
○　心筋梗塞等の心血管疾患の再発や重症不整
脈等の発生時における対応法について、患者及び
家族への教育を行っていること
○　診療情報や治療計画を共有するなど急性期の
医療機関等と連携していること

○　再発予防のための治療や基礎疾患・危険因
子の管理、抑うつ状態への対応が可能であること
○　緊急時の除細動など急性増悪時への対応が
可能であること
○　合併症併発時や再発時に緊急の内科的・外
科的治療が可能な医療機関と連携していること
○　再発予防のための定期的専門的検査、合併
症併発時や再発時の対応を含めた診療情報や治
療計画を共有するなど急性期の医療機関や介護
保険サービス事業所等と連携していること
○　在宅での運動療法、再発予防のための管理
を医療機関と訪問看護ステーション、かかりつけ
薬剤師・薬局が連携し実施できること

○　病院

機　能

【急　性　期】

救急医療の機能

○　患者の来院後速やかに初期治療を開始するととも
に、30分以内に専門的な治療を開始すること
○　合併症や再発の予防、在宅復帰のための心臓リハ
ビリテーションを実施すること
○　再発予防のため、定期的専門的検査を実施するこ
と

求められる
事項

○　高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病等の危
険因子の管理が可能であること
○　初期症状出現時における対応について、
本人及び家族など患者の周囲の者に対する教
育、啓発を実施すること
○　初期症状出現時に、急性期医療を担う医
療機関への受診を勧奨すること

（家族等周囲の者）
○　発症後速やかに救急要請を行うこと
○　心肺停止が疑われる者に対して、Ａ
ＥＤの使用を含めた救急蘇生法など適切
な処置を実施すること
（救急救命士等）
○　地域メディカルコントロール協議会が
定めたプロトコール（活動基準）に則し、
適切な観察・判断・処置を実施すること
○　急性期医療を担う医療機関へ速や
かに搬送すること



糖尿病の医療連携体制における各医療機能

【初期・安定期治療】 【専門治療】 【急性増悪時治療】 【慢性合併症治療】

合併症の発症を予防するための初期・安定期治療を行う機能 血糖コントロール不可例の治療を行う機能 急性合併症の治療を行う機能 糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能

目     標
○　糖尿病の診断及び生活習慣の指導を実施すること
○　良好な血糖コントロールを目指した治療を実施すること

○　血糖コントロール指標を改善するために、教育入院等の集中
的な治療を実施すること

○　糖尿病昏睡など急性合併症の治療を実施すること ○　糖尿病の慢性合併症の専門的な治療を実施すること

求められる
事項

○　糖尿病の診断と専門的指導が可能であること
○　糖尿病の評価に必要な検査が実施可能であること
○　食事療法、運動療法及び薬物療法による血糖コントロール
が可能であること
○　低血糖時やシックデイの対応が可能であること
○　診療情報や治療計画を共有するなど専門治療を行う医療機
関、急性・慢性合併症治療を行う医療機関と連携していること

○　糖尿病の評価に必要な検査が実施可能であること
○　各専門職種のチームによる食事療法、運動療法、薬物療法
等を組み合わせた教育入院等の集中的な治療（心理問題を含
む。）が実施可能であること
○　糖尿病患者の妊娠に対応可能であること
○　食事療法、運動療法を実施するための設備があること
○　糖尿病の予防治療を行う医療機関、急性・慢性合併症の治療
を行う医療機関と診療情報や治療計画を共有するなど連携してい
ること

○　糖尿病昏睡等急性合併症の治療が24時間実施可能で
あること
○　食事療法、運動療法を実施するための設備があること
○　診療情報や治療計画を共有するなど糖尿病の予防治
療を行う医療機関、教育治療を行う医療機関及び慢性合併
症の治療を行う医療機関と連携していること

○　糖尿病の慢性合併症（糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿
病神経障害等）について、それぞれ専門的な検査・治療が実施
可能であること（単一医療機関ですべての合併症治療が可能で
ある必要はない。）
○　糖尿病網膜症治療の場合、蛍光眼底造影検査、光凝固療
法、網膜剥離の手術等が実施可能であること
○　糖尿病腎症の場合、尿一般検査、尿中アルブミン排泄量検
査、腎生検、腎臓超音波検査、血液透析等が実施可能である
こと
○　診療情報や治療計画を共有するなど糖尿病の予防治療を
行う医療機関、教育治療を行う医療機関及び急性合併症の治
療を行う医療機関と連携していること

医療機関例 ○　病院・診療所 ○　病院・診療所 ○　病院・診療所 ○　病院・診療所

機     能



【救命医療】 【入院救急医療】

救命救急医療機関（第三次救急医療）の機能 入院を要する救急医療を担う医療機関（第二次救急医療）の機能

目　　標
○ 24 時間 365 日、救急搬送の受入れに応じること
○ 患者の状態に応じた適切な情報や救急医療を提供すること

○ 病院群輪番制により、24 時間 365 日、救急搬送の受入れに応じること
○ 患者の状態に応じた適切な救急医療を提供すること

求められる事項

○ 脳卒中、急性心筋梗塞、重症外傷等の患者や複数の診療科にわたる重篤な救急患者を原
則として 24 時間 365 日受け入れることが可能であること
○ 集中治療室（ＩＣＵ）等を備え、常時、重篤な患者に対し高度な治療が可能であること
○ 救急医療について相当の知識と経験を有する医師が常時診療に従事していること
○ 救命救急に係る病床の確保のため、一般病棟の病床を含め、医療機関全体としてベッド
調整を行う等の院内連携がとられていること
○ 急性期のリハビリテーションを実施すること
○ 急性期を経た後も、人工呼吸器など特別な管理が必要な患者を受け入れる医療機関等と
連携していること
○ 都道府県又は地域のメディカルコントロール体制の充実に積極的な役割を果たすこと
○ ＤＭＡＴ2の派遣機能を持つなど災害に備えて積極的な役割を果たすこと
○ 医師、看護師等の医療従事者に対し、必要な研修を行う体制を有し、研修等を通じ、地
域の救命救急医療の充実強化に協力していること
○ 都道府県又は地域のメディカルコントロール協議会に医師を参加させるとともに、救急
救命士の気管挿管、薬剤投与等の病院実習や就業前研修、再教育などに協力していること

○ 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること
○ 救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること
○ 救急医療を要する傷病者のために優先的に使用される病床又は専用病床を有すること
○ 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設
備を有すること
○ 急性期にある患者に対して、必要に応じて早期のリハビリテーションを実施すること
○ 初期救急医療機関や精神科救急医療体制等と連携していること
○ 自施設では完結できない重症救急患者への対応に備え、近隣のより適切な医療機関と連
携していること

医療機関例

○ 救命救急センターを有する機関
○ 地域救命センターを有する機関（初期救急医療機関や第二次救急医療機関の支援機能及
び救命救急センターの補完機能を果たす機関）

○ 病院群輪番制病院
○ その他の救急病院（救急告示病院）

機　能

救急医療の医療体制における各医療機能



周産期医療の医療体制における各医療機能

【正常分娩】 【地域周産期母子医療センター】 【総合周産期母子医療センター】 【療養・療育支援】

正常分娩等を扱う機能(日常の生活・保健指導及び新
生児の医療の相談を含む。)

周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる機能
母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新
生児医療等の周産期医療を行うことができる機能

周産期医療関連施設を退院した障害児等が生活の場(施設を含む)で
療養・療育できるよう支援する機能

目　　標

○　正常分娩に対応すること
○　妊婦健診等を含めた分娩前後の診療を行うこと
○　地域周産期母子医療センター及びそれに準ずる
施設など他の医療機関との連携により、リスクの低い
帝王切開術に対応すること

○　周産期に係る比較的高度な医療行為を実施すること
○　24時間体制での周産期救急医療（緊急帝王切開術、その他
の緊急手術を含む。）に対応すること

○　合併症妊娠、胎児・新生児異常など母体又は児にリスクの高い
妊娠に対する医療、高度な新生児医療等を実施すること
○　必要時に関係診療科又は他の施設と連携し、産科合併症以外
の合併症を有する母体に対応すること
○　周産期医療の中核として地域の各周産期医療関連施設との連
携を図ること

○　地域の保健・福祉との連携により、周産期医療関連施設を退院し
た障害児等が生活の場（施設を含む。）で療養・療育できる体制を提供
すること
○　在宅において療養・療育を行っている児及び家族に対する支援を
実施すること

医療機関例

○　病院・診療所
○　助産所

○　病院 ○　病院 ○　病院・診療所
○　訪問看護ステーション
○　医療型障害児入所施設
○　日中一時支援施設

○　周産期医療関連施設等と連携し、人工呼吸器の管理が必要な児
や気管切開等のある児の受入れが可能であること
○　児の急変時に備え、救急対応可能な病院等との連携が図られて
いること
○　訪問看護ステーション、薬局、福祉サービス事業者及び自治体等
との連携により、医療、保健及び福祉サービスを調整し、適切に療養・
療育できる体制を支援すること
○　周産期医療関連施設等と連携し、療養・療育が必要な児の情報
（診療情報や治療計画等）を共有していること
○　医療型障害児入所施設等の自宅以外の場や在宅において療養・
療育ができるよう、周産期医療関連施設と連携し支援すること
○　家族に対する精神的サポートや各種情報提供等の支援を実施す
ること

機　能

求められる
事項

○　産科に必要とされる検査、診断、治療が実施可能
であること
○　正常分娩を安全に実施可能であること
○　他の医療機関との連携により、合併症や帝王切開
術その他の手術に適切に対応できること
○　妊産婦のメンタルヘルスに対応可能であること
○　緊急時の搬送にあたっては、周産期救急情報シス
テム等を活用し、病態や緊急度に応じて適切な医療機
関を選定すること。また平時から近隣の高次施設との
連携体制を構築すること

【地域周産期母子医療センター】
（ア）機能
○　主として正常分娩等を扱う医療機関からの救急搬送、総合周産期母子医療センター
からの戻り搬送 に応じること
○　オープンシステム やセミオープンシステム 等の活用、合同症例検討会等の開催等
により、その他の周産期医療関連施設等との連携を図ること
（イ）整備内容及び職員等
○　地域周産期母子医療センターは、二次医療圏ごとに１病院又は必要に応じそれ以上
整備することが望ましい。また、診療科目、設備、職員等に関しては表１のとおり。
○　周産期母子医療センター連携病院は、二次医療圏ごとに必要に応じ整備することと
し、24時間体制で自院及び他の医療機関からの妊産婦の搬送受入れが可能であるこ
と、産婦人科医師については、当直・呼出しにより24時間の診療体制が確保されている
こと。

【周産期母子医療センター連携病院】
　県全体としての周産期医療体制を充実・強化する観点から、総合周産期母子医療セン
ター及び地域周産期母子医療センターを補完する病院を「周産期母子医療センター連携
病院」として位置付けます。
（ア）機能
○　妊婦の搬送受入体制を有し、出生体重2,000g以上、妊娠週数35週以上のハイリスク
児や切迫早産等の妊娠週数35週以降の中等症妊産婦に対する医療を行う。
（イ）整備内容及び職員等
○ 24時間体制で自院及び他の医療機関からの妊産婦の搬送受入れが可能であること
○ 産婦人科医師については、当直・呼出しにより24時間の診療体制が確保されている
こと

（ア）機能
○　ＭＦＩＣＵ及びＮＩＣＵを備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠（重
症妊娠高血圧症候群、切迫早産等）、胎児・新生児異常（超低出生体重児、先天異常児等）な
ど母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医
療を行うこと
○　必要時、関係診療科又は他の施設と連携し、脳血管疾患、心疾患、敗血症、外傷、精神
疾患等を有する母体に対応すること
○　地域の周産期医療関連施設からの救急搬送に応じるなど、周産期医療体制の中核として
連携・調整を行うこと
○　オープンシステム、セミオープンシステム等の活用、救急搬送の受入れ、合同症例検討会
等の開催等により、地域周産期母子医療センターその他の地域で分娩を取り扱う全ての周産
期医療関連施設等との連携を図ること
（イ）整備内容及び職員等
○　総合周産期母子医療センターは、原則として、三次医療圏に一か所整備するものとする。
また、診療科目、設備、職員等に関しては表２のとおり。
○　救命救急センターを設置している場合は、都道府県は、その旨を医療計画に記載し、関係
者及び住民に情報提供すること
○　精神科を有し施設内連携が図られている場合はその旨を医療計画に記載し、精神疾患を
合併する妊産婦についても対応可能な体制を整え、関係者および住民に情報提供すること
（ウ）病床数
○　ＭＦＩＣＵ及びＮＩＣＵの病床数は、過去の患者受入実績やカバーする医療圏の人口等に応
じ、適切な病床数をすることを基本とする。施設当たりのＭＦＩＣＵ病床数は６床以上、ＮＩＣＵ病
床数は９床以上（12床以上とすることが望ましい。）とする。
　※ＭＦＩＣＵ病床数は同等の機能を有する陣痛室の病床も含めて算定して差し支えない。
　　ただし、この場合、陣痛室以外のＭＦＩＣＵ病床数が６床を下回ることはできない。
　※ＮＩＣＵ病床数は、新生児用人工換気装置を有する病床について算定するものとする。
○　ＭＦＩＣＵの後方病室（一般産科病床等）は、ＭＦＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望
ましい。
○　ＧＣＵは、ＮＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望ましい。
（エ）災害対策
○　災害時を見据えて業務継続計画を策定すること。また、自都道府県のみならず近隣都道
府県の被災時においても、災害時小児周産期リエゾン等を介して物資や人員の支援を積極的
に担うこと。



小児医療の医療体制における各医療機能（小児救急を除く）

【相談支援等】 【一般小児医療】 【小児専門医療】 【高度小児専門医療】

健康相談等の支援の機能 一般小児医療(初期小児救急医療を除く。)を担う機能 小児医療を担う機能 高度な小児専門医療を担う機能

目　　標

○　子供の急病時の対応等を支援すること
○　慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家族に対
し、地域の医療資源や福祉サービス等について情報を提供するこ
と
○　不慮の事故等の救急対応が必要な場合に、救急蘇生法等を
実施できること
○　小児かかりつけ医を持つとともに、適正な受療行動をとること

○　地域に必要な一般小児医療を実施すること
○　生活の場（施設を含む。）での療養・療育が必要な小児に
対し、支援を実施すること

○　一般小児医療を担う機関では対応が困難な患者
に対する専門医療を実施すること

○　小児専門医療を担う医療機関では対応が
困難な患者に対する高度な専門入院医療を
実施すること

医療機関例
○　病院・診療所
○　訪問看護ステーション

○　病院 ○　病院

○　関係医療機関との連携により、小児専門
医療を担う医療機関では対応が困難な患者に
対する高度専門的な診断・検査・治療を実施
し、医療人材の育成、交流などを含めて地域
医療に貢献すること
○　療養・療育支援を担う施設と連携している
こと
○　家族に対する精神的サポート等の支援を
実施すること

機　能

求められる
事項

（家族等周囲にいる者）
○　必要な時に行政等が実施している育児や救急に関する相談窓口を活
用できること
○　不慮の事故の原因となるリスクを可能な限り取り除くこと
○　救急蘇生法等の適切な処置を実施すること

（消防機関等）
○　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用を含めた救急蘇生法や不慮の
事故予防に対する必要な知識を家族等に対し指導すること
○　急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送すること
○　救急医療情報システム等を活用し、適切な医療機関へ速やかに搬送
すること

（行政機関）
○　育児や救急に関する相談窓口の周知を図ること
○　休日・夜間等に子供の急病等に関する相談体制を確保すること
○　急病時の対応など受療行動についての啓発を実施すること
○　ＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な
知識を家族等に対し指導する体制を確保すること
○　慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家族に対し、地
域の医療資源や福祉サービス等について情報を提供すること

○　一般的な小児医療に必要とされる診断・検査・治療を実施
すること
○　入院設備を有する場合に、軽症者の入院診療を実施する
こと
○　他の医療機関の小児病棟や新生児集中治療管理室（ＮＩＣ
Ｕ）等から退院するときに、生活の場（施設を含む。）での療養・
療育が必要な小児に対し、支援を実施すること
○　訪問看護ステーション、福祉サービス事業者、行政等との
連携により、医療、介護及び福祉サービスを調整すること
○　医療型障害児入所施設など、自宅以外の生活の場を含め
た在宅医療を実施すること
○　家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること
○　慢性疾患の急変時に備え、対応可能な医療機関と連携し
ていること
○　診療情報や治療計画を共有するなど、専門医療を担う地
域の病院と連携していること

○　高度の診断・検査・治療や、勤務医の専門性に応
じた専門医療を行うこと
○　一般の小児医療を担う機関では対応が困難な患
者や、常時監視・治療の必要な患者等に対する入院診
療を行うこと
○　小児科を標榜する診療所や病院等と連携体制を
形成し、地域で求められる小児医療を全体として実施
すること
○　より高度専門的な対応について、高度小児専門医
療を担う病院と連携していること
○　療養・療育支援を担う施設と連携するとともに、在
宅医療を支援していること
○　家族に対する精神的サポート等の支援を実施する
こと



小児医療の医療体制における各医療機能（小児救急のみ）

【初期小児救急】 【入院小児救急】 【小児救命救急医療】

初期小児救急医療を担う機能 入院を要する救急医療を担う機能 小児の救命救急医療を担う機能

目　　標

○　初期小児救急を実施すること ○　入院を要する小児救急医療を24 時間体制
で実施すること

○　小児の救命救急医療を24時間体制で実施
すること

医療機関例

（平日日中）
○　小児科を標榜する病院・診療所
（夜間休日）
○　休日夜間小児急患センター

○　病院群輪番制 に参加している病院 ○　救命救急センターを有する病院

機　能

求められる
事項

○　休日夜間急患センター等において、平日夜
間や休日の初期小児救急医療を実施すること
○　緊急手術や入院等を要する場合に備え、
対応可能な医療機関と連携していること
○　地域で小児医療に従事する開業医等が、
夜間休日の初期小児救急医療に参画すること

○　小児科医師や看護師などの人員体制を含
めて、入院を要する小児救急患者に対する医
療を24時間365日体制で実施可能であること
○　小児科を標榜する診療所や病院等と連携
し、入院を要する小児救急患者に対する医療を
担うこと
○　高度専門的な対応について、小児救命救
急医療を担う病院と連携していること
○　療養・療育支援を担う施設と連携している
こと
○　家族に対する精神的サポート等の支援を
実施すること

○　入院小児救急等を担う医療機関からの紹
介患者や救急搬送による患者など、重篤な小
児患者に対する救急医療を24時間365日体制
で実施すること
○　療養・療育支援を担う施設と連携しているこ
と
○　家族に対する精神的サポート等の支援を
実施すること



在宅医療の医療体制における各医療機能

【退院支援】 【日常の療養支援】 【急変時の対応】 【看取り】

円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制 日常の療養支援が可能な体制 急変時の対応が可能な体制
患者が望む場所での看取りが可能な体

制

目　　標
○　入院医療機関と在宅医療に係る機関の円滑な連携により、切れ
目のない継続的な医療体制を確保すること

○　患者の疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む。）が多職種協働により、
できる限り患者が住み慣れた地域で継続的、包括的に提供されること

○　患者の症状急変時に対応できるよう、在宅医療を担
う病院、診療所、訪問看護事業所及び入院医療を有す
る病院、診療所との円滑な連携による診療体制を確保
すること

○　住み慣れた自宅や介護施設等、患者
が望む場所での看取りを行うことができる
体制を確保すること

○　在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行う
こと
○　多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を
提供するための支援を行うこと
○　在宅医療に関する人材養成の研修を行うこと
○　災害時及び災害に備えた体制構築への対応を
行うこと
○　患者の家族への支援を行うこと
○　在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行
うこと

○　多職種協働による包括的
かつ継続的な在宅医療の提
供体制の構築を図ること

■在宅医療に係る機関に求められる事項
○　患者のニーズに応じて、医療や介護、障害福祉サービスを包括
的に提供できるよう調整すること
○　在宅医療や介護、障害福祉サービスの担当者間で、今後の方
針や症状に関する情報や計画を共有し、連携すること
○　高齢者のみではなく、小児や若年層の患者に対する訪問診療、
訪問看護、訪問薬剤管理指導等にも対応できるような体制を確保す
ること
○　病院・有床診療所等の退院(退所)支援担当者に対し、地域の在
宅医療及び介護資源に関する情報提供や在宅療養に関する助言を
行うこと

■在宅医療に係る機関に求められる事項
○　相互の連携により、患者のニーズに対応した医療や介護、障害福祉サービ
スが包括的に提供される体制を確保すること
○　医療関係者は、地域包括支援センターが地域ケア会議において在宅療養者
に関する検討をする際には積極的に参加すること
○　地域包括支援センター等と協働しつつ、在宅療養に必要な医療や介護、障
害福祉サービス、家族の負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること
○　がん患者(緩和ケア体制の整備)、認知症患者(身体合併等の初期対応や専
門医療機関への適切な紹介)、小児患者(小児の入院機能を有する医療機関との
連携)等、それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること
○　身体機能及び生活機能の維持向上のためのリハビリを適切に提供する体制
を構築すること
○　介護家族等が一時的に介護ができない場合や心身の疲れを癒したりする場
合に、患者を短期間受け入れ、必要な医療・介護を提供できる体制を整備するこ
と

■在宅医療に係る機関に求められる事項
○　症状急変時における連絡先をあらかじめ患者やそ
の家族に提示し、また、診療等の求めがあった際には、
24時間対応が可能な体制を確保すること
○　一つの機関だけでは患者への24時間対応が難しい
場合も、近隣の病院や診療所、訪問看護事業所等との
連携により、24時間対応が可能な体制を確保すること
○　在宅医療に係る機関で対応できない急変の場合
は、その症状や状況に応じて、搬送先として想定される
入院医療機関と協議し入院病床を確保するとともに、搬
送については地域の消防関係者との連携を図ること

■在宅医療に係る機関に求められる事
項
○　人生の最終段階に出現する症状に対
する患者や家族の不安を解消し、患者が
望む場所での看取りを行うことができる体
制を構築すること
○　患者や家族に対して、自宅や住み慣
れた地域で受けられる看取りに必要な医
療及び介護、障害福祉サービスや看取り
に関する適切な情報提供を行うこと
○　介護施設等の入所者に対する看取り
を必要に応じて支援すること

■入院医療機関に求められる事項
○　退院支援担当者を配置すること
〇　退院支援担当者は、できる限り在宅医療に係る機関での研修や
実習を受けること
〇　入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援を開始すること
〇　退院支援の際には、患者の住み慣れた地域に配慮した在宅医
療及び介護、障害福祉サービスの調整を十分図ること
〇　退院後、患者に起こりうる症状の変化やその対応について、退
院前カンファレンスや文書、電話等で、在宅医療に係る機関との情
報共有を十分図ること

■入院医療機関に求められる事項
○　連携している医療機関が担当する在宅療養者の症
状が急変した際に、必要に応じて一時受入れを行うこと
○　患者が重症等で対応できない場合は、他の適切な
医療機関と連携する体制を構築すること

■入院医療機関に求められる事項
○　在宅医療に係る機関で看取りに対応
できない場合について、病院・有床診療
所で必要に応じて受け入れること

関係機関の例
○　病院・診療所
○　歯科診療所
○　訪問看護事業所
○　薬局
○　居宅介護支援事業所
○　地域包括支援センター
○　介護老人保健施設

■在宅医療に係る機関の例
○　病院・診療所
○　訪問看護事業所
○　定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
○　薬局
○　居宅介護支援事業所
○　地域包括支援センター
○　介護老人保健施設
○　短期入所サービス提供施設

■在宅医療に係る機関の例
○　病院・診療所
○　訪問看護事業所
○　薬局

■在宅医療に係る機関の例
○　病院・診療所
○　訪問看護ステーション
○　薬局
○　居宅介護支援事業所
○　地域包括支援センター

■医療機関の例
○在宅療養支援診療所・病院
○在宅医療のためのグループに参加している病院・
診療所

■連携拠点の例
○在宅医療連携拠点
○在宅医療支援センター
○地域医療支援病院

■入院医療機関等の例
○病院・有床診療所
○介護老人保健施設

■入院医療機関の例
○　病院・有床診療所

■入院医療機関の例
○　病院・有床診療所

医療機関等
の例

機　能
在宅医療において積極的役割を担う医療機

関
在宅医療に必要な連携を

担う拠点

求められる
事項

○　医療機関（特に一人の医師が開業している診療
所）が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、
患者の病状の急変時等における診療の支援を行う
こと
○　在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉サー
ビス関係者に必要な基本的知識・技能に関する研
修の実施や情報の共有を行うこと
○　地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に
必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族の
負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること
○　入院医療機関においては、在宅療養者の症状
が急変した際の受入れを行うこと
○　地域住民に対し、在宅医療の内容や地域の医
療及び介護、障害福祉サービス資源に関する情報
提供を行うこと

○　地域の医療及び介護、障
害福祉関係者による会議を定
期的に開催し、在宅医療にお
ける連携上の課題の抽出及
びその対応策の検討等を実
施すること
○　地域の医療及び介護、障
害福祉サービスについて、所
在地や機能等を把握し、地域
包括支援センター等と連携し
ながら退院時から看取りまで
の医療や介護、障害福祉サー
ビスにまたがる様々な支援を
包括的かつ継続的に提供す
るよう、関係機関との調整を
行うこと
○　質の高い在宅医療をより
効率的に提供するため、関係
機関の連携による24時間体制
の構築や多職種による情報共
有の促進を図ること
○　在宅医療に関する人材育
成及び普及啓発を実施するこ
と
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第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ 

 

令和４年 12月 28 日 

第８次医療計画等に関する検討会 

 

 本検討会におけるこれまでの議論を踏まえ、第８次医療計画の「医療計画作

成指針」及び「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制構築に係る指針」

等の見直しが必要と考えられる事項を中心に意見のとりまとめを行う。 

 

Ⅰ 医療計画全体に関する事項                      

 

１ 医療計画の作成について 

 これまで、医療のアクセスや質を確保しつつ、持続可能な医療提供体制を

確保するため、医療機能の分化・強化、連携や、地域包括ケアシステムの推

進等の取組を進めてきた。 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、我が国の医療提供体

制に多大な影響が生じ、地域医療の様々な課題が浮き彫りとなり、地域にお

ける入院・外来・在宅にわたる医療機能の分化・強化、連携等の重要性、地

域医療全体を視野に入れて適切な役割分担の下で必要な医療を面として提供

することの重要性などが改めて認識された。 

一方で、この間も、人口減少・高齢化は着実に進んでおり、医療ニーズの

質・量が徐々に変化するとともに、今後は、特に生産年齢人口の減少に対応

するマンパワー確保や医師の働き方改革に伴う対応が必要になることを踏ま

え、地域医療構想を引き続き着実に推進し、2040 年を見据えた人口構造の変

化への対応を図ることが必要である。さらに、質の高い医療の提供や効率化

を図る観点から、情報通信技術（ICT）の活用や、医療分野のデジタル化を推

進していくことが求められている。 

令和６年度から始まる第８次医療計画を作成する際には、これらの課題を

踏まえ、地域の実情に応じて、関係者の意見を十分に踏まえた上で行うこと

とする。 

 

２ 医療提供体制について 

 （医療連携体制に関する事項） 

 令和３年の医療法改正により、第８次医療計画から医療計画の記載事項と

して、新興感染症への対応に関する事項が追加される。 

 したがって、医療連携体制に関する事項は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の

参考資料３
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心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の５疾病、救急、災害時における医療、へ

き地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む。）及び新興感染症

発生・まん延時における医療の６事業並びに在宅医療を、医療計画に定める

こととする。 

 また、地域の現状や課題に即した施策の検討においてロジックモデル等の

ツールが有用であると考えられるため、第８次医療計画において、都道府県

がロジックモデル等のツールを活用できるよう指針で示すほか必要な取組を

行うこととする。 

 なお、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病（CKD）については、医療計

画に記載すべき５疾病に加えることとはしないものの、現状を把握した上

で、その対策については健康増進施策等関連施策と調和をとりながら講じる

ことが必要である。 

 

（外来医療に係る医療提供体制の確保） 

 平成 30 年医療法改正により、医療計画の記載事項として「外来医療に係る

医療提供体制の確保に関する事項」が追加された。第８次医療計画における

外来医療計画の策定に当たり、「Ⅲ 外来医療にかかる医療提供体制の確保に

関するガイドラインに関する事項」の内容を踏まえ、見直しを行う。 

 なお、「外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドライン」にお

いて、地域で十分に発揮することが期待されている「かかりつけ医機能」に

ついては、現在、その機能が発揮されるための具体的な方策について検討が

進められており、今後、それらの検討を踏まえ、必要に応じて同ガイドライ

ンにおける取扱いについて検討を行う。 

 

（地域医療支援病院の整備） 

令和３年の省令改正により、都道府県知事が地域の実情に応じて、地域

医療支援病院の責務を追加できるようになったことを踏まえ、医療計画の

策定及び見直しの際には必要に応じて責務の見直しを検討する。また、今

後感染症法等の改正により、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に

担うべき医療提供が義務づけられることを踏まえ、地域医療支援病院の整

備の目標を定める際には、医療計画における新興感染症への対応に関する

事項との連携にも留意する。また、紹介受診重点医療機関との関係につい

てわかりやすく説明することが求められるほか、今後の外来機能報告等の

状況も踏まえ地域医療支援病院のあり方については引き続き議論が必要で

ある。 
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３ 医療従事者の確保等の記載事項について 

（１）医師の確保について 

 平成 30 年医療法改正により、医療計画において、医師の確保に関す

る事項を追記することとし、都道府県は令和元年度までに PDCA サイク

ルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」を策

定し、その他の取組とも連携しながら医師偏在対策を行っている。 

 第８次医療計画における医師確保計画の策定に当たり、三次医療圏及

び二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するため

の医師偏在指標等について、「Ⅳ 医師確保計画策定ガイドラインに関

する事項」の内容に基づき見直しを行う。 

 なお、2024 年４月に医師の時間外・休日労働の上限規制が施行され、

その後も、医療機関において、労働時間の短縮に向けた取り組みが進め

られる。その際、医師の労働時間短縮と地域医療提供体制を両立させる

ことが重要であることから、個別の医療機関における医師の働き方改革

に関する取組を推進するだけでなく、地域医療構想に関する取組や医師

確保の取組とを連動させ、推進する。 

 

（２）医師以外の医療従事者の確保について 

① 歯科医師の確保について 

地域包括ケアシステムの中で歯科医療提供体制を確保するには、病

院と地域の歯科診療所等の連携体制を構築することが重要である。 

地域の歯科医療提供体制の状況や、歯科専門職の配置状況の把握を

行った上で、医科歯科連携における歯科の果たす役割を認識し、病院

の規模や種類に応じて地域の歯科専門職を病院において活用すること

や、病院と歯科診療所等の連携を推進することなど、地域の実情を踏

まえた取組を推進する。 

また、歯科専門職確保のための地域医療介護総合確保基金の積極的

な活用を行う。 

 

② 薬剤師の確保について 

 薬剤師の資質向上の観点に加え、薬剤師確保の観点から、病院薬剤

師及び薬局薬剤師それぞれの役割を明確にし、薬剤師の就労状況の把

握及び地域の実情に応じた薬剤師の確保策を講じること、地域医療介

護総合確保基金（修学資金貸与、病院への薬剤師派遣）の積極的な活

用、都道府県の薬務主管課と医療政策主管課が連携して取り組むこと

等が必要である。 
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 また、取組の検討及び実施に当たっては、都道府県、都道府県薬剤

師会・病院薬剤師会、関係団体等が連携する。 

  

③ 看護職員の確保について 

看護職員の需給の状況は地域（都道府県、二次医療圏）ごとに差異

があることから、都道府県ナースセンター等の関係者との連携に基づ

き、都道府県・二次医療圏ごとの看護職員確保に係る課題を把握し、

看護師等養成所による養成、「マイナンバー制度を活用した看護職の人

材活用システム」（令和６年度運用開始予定）等を活用した都道府県ナ

ースセンターによる復職支援、医療機関の勤務環境改善による離職防

止など、新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とした取組を推進し

ていく。 

 また、地域における訪問看護の需要の増大に対応するため、地域の

実情を踏まえて、地域医療介護総合確保基金の活用や都道府県ナース

センターにおける取組の充実など、訪問看護に従事する看護職員を確

保するための方策を定める。 

 感染症の拡大に迅速・的確に対応するとともに、医師の働き方改革

に伴うタスクシフト／シェアの推進のため、特定行為研修修了者その

他の専門性の高い看護師の養成と確保を推進していく。特定行為研修

に係る指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修体制の整

備に向けた具体的な計画の策定を必須とするとともに、医道審議会看

護師特定行為・研修部会における議論に基づき、都道府県ごとの特定

行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数の目標を設定

する。なお、これらの目標を設定する際には、可能な限り二次医療圏

ごとや分野・領域別の設定を検討する。 

  

４ 医療の安全の確保等について 

 医療提供施設における医療の安全を確保するための措置に係る現状及び目

標として、病院等の管理者に医療事故調査制度についての理解を促す観点か

ら研修の受講割合を盛り込むとともに、病院における医療安全の取組への客

観的な評価により、当該取組を推進していくため、他の病院から医療安全対

策に関して評価を受けている又は第三者評価を受審している病院数の割合を

新たに項目へ盛り込むこととする。 

 医療安全支援センターについては、医療安全に関する情報提供、研修等求

められる業務に即した項目を盛り込むとともに、相談対応の質の向上を図る

観点から、研修を受講した相談職員数の割合を追加する。また、医療安全推
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進協議会については、その開催状況についても把握する。 

 

５ 二次医療圏及び基準病床数について 

（１）二次医療圏の設定 

既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り

立っていない場合は、その見直しについて検討することとする。その基準

は第７次医療計画における考え方を踏襲し、見直しを行わない場合におい

てはその理由（地理的条件、面積、交通アクセス等）を明記することとす

る。５疾病・５事業及び在宅医療における圏域については、引き続き弾力

的に設定することを可能とする。 

人口 100 万人以上の大規模な二次医療圏については、二次医療圏として

よりも構想区域としての運用に課題が生じている場合が多いが、その場合

都道府県は協議の場を分割するなど、その運用を工夫することとしつつ、

必要に応じて二次医療圏も見直すこととする。 

 隣接する都道府県の区域を含めた医療圏の設定については、現在も指針

において設定が可能であることを明記しているが、実務上の課題から、実

際にはそのような医療圏の設定はされていない。一方で、医療提供体制の

構築において隣接する都道府県と連携を取る場合もあり、その場合は連携

する都道府県と協議を行い、具体的な内容を医療計画へ記載するよう努め

ることとする。 

都道府県が医療計画を策定する際は医療圏の設定について優先的に議論

を行うとともに、その検討状況を先んじて国に報告するよう求める。 

 中長期的には更なる人口動態の変化が予測されていることから、将来的

な医療圏のあり方については第８次医療計画での取組を踏まえつつ引き続

き検討を行うこととする。 

 

（２）基準病床数 

① 基準病床の算出に用いる数値について 

一般病床退院率や療養病床入院受療率、病床利用率等の基準病床の算

出に用いる数値については、これまで、直近の患者調査等のデータを用

いて算定することとしていたが、直近のデータは新型コロナウイルス感

染症の影響を受けている値となっていることから、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けていない最新の数値を用いる（令和２年以降は除外

する）こととする。 

② 平均在院日数について 

一般病床の基準病床数の算定に当たって用いる平均在院日数は、第７
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次医療計画では平成 21 年及び平成 27 年病院報告から短縮率を算出し、

また、直近の病院報告（平成 27 年）までの６年間（平成 21～27 年の６

年間）の平均在院日数の変化率を基礎とし、地域差の是正を進める観点

から一定の条件を設けていた。 

第８次医療計画においても同様に短縮率を平成 27 年及び新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けていない令和元年病院報告から算出したとこ

ろ、その推移としては依然として短縮傾向にある中で従前ほどの短縮率

は認められないこと、一方で地域差に関しては縮減していないことを踏

まえ、基準病床数の算定に用いる平均在院日数については第７次医療計

画と同様の算出を行うこととする。 

③ 精神病床の基準病床数の算定式について 

精神病床の基準病床数の算定式については、「地域で安心して暮らせる

精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」における議論を踏まえ、

近年、精神病床における 入院患者数は減少傾向にあることを勘案したも

のとするとともに、政策効果（例：精神科医療の進展、地域における基

盤整備の進展）、政策効果以外（例：患者の年齢構成の変化、疾病構造の

変化）の両者の影響を勘案できるものとするよう見直しを行う。 

 

６ 医療計画の作成手順等について 

（１）他計画との関係 

医療計画の策定に当たっては、他の法律の規定による計画であって医

療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれ、関連する施策と

の連携を図ることが重要である。 

また、第８次医療計画の開始時期である令和６年度は、市町村におい

て策定する介護保険事業計画等の開始時期でもあることから、それらの

計画の策定スケジュールを都道府県と市町村とで共有しながら議論を進

める体制を整える必要がある。 

 また、医療計画の一部である、外来医療計画や医師確保計画において

は、二次医療圏を１つの単位とすることから、５（１）に記載のとお

り、医療圏の設定について優先的に議論を行う必要がある。 

 

（２）地域医療構想及び地域医療構想調整会議での議論の進め方 

 地域医療構想は、医療計画の一部として位置付けられており、その取

組を進めることを目的に協議の場（地域医療構想調整会議）が構想区域

ごとに設置されている。 

 新型コロナウイルス感染症対応が続く中ではあるが、地域医療構想の
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背景である中長期的な状況や見通しは変わっていない。感染拡大時の短

期的な医療需要には各都道府県の医療計画に基づき機動的に対応するこ

とを前提に、地域医療構想についてはその基本的な枠組み（病床の必要

量の推計・考え方など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。特に

再検証対象医療機関については、これまでの方針に従って確実に取組を

行う。 

 具体的には、都道府県は、毎年度、対応方針の策定率を目標とした

PDCA サイクルを通じて地域医療構想を推進することとし、対応方針の策

定率と地域医療構想調整会議における資料や議事録など協議の実施状況

を分かりやすく公表を行うこととする。さらに、病床機能報告上の病床

数と将来の病床数の必要量について、データの特性だけでは説明できな

いほどの差が生じている構想区域について、その要因の分析及び評価を

行い、その結果を公表するとともに、適正な病床機能報告に基づき、当

該構想区域の地域医療構想調整会議の意見を踏まえ、病床が全て稼働し

ていない病棟等への対応など必要な方策を講じることとする。 

 また、国は、当該構想区域を有する都道府県を優先して、データの活

用等に係る支援を行うなど、都道府県の地域医療構想の達成に向けた取

組の支援を行うものとする。 

 なお、現在の地域医療構想は、2025 年までの取組として進めている

が、第８次医療計画期間中に 2025 年を迎える。地域医療構想により、病

床の機能分化・連携が一定進んできていることに鑑みれば、2025 年以降

も地域医療構想の取組を継続していくことが必要と考えられ、その在り

方については、今後、中長期的課題について整理し、検討する。 

 

（３）住民への周知・情報提供 

 医療計画の内容のうち、必要な情報を分かりやすい形で住民に対して

情報提供を行うことが重要である。周知の際には、住民向けの概要版の

作成や用語の解説を加える等の工夫に努めるほか、限られた医療資源を

有効に使う観点から地域の医療提供体制の課題や見通しなどを示し、住

民の理解・協力を得られるよう努めることとする。 

 

Ⅱ ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれの医療提供体制等に関する事項   

 

１ ５疾病について 

（１）がんに関する医療提供体制について 

① 見直しの方向性 



8 
 

○  がんに関する医療提供体制の構築に当たっては、「がん対策推進

基本計画」及び「がん診療連携拠点病院等の整備について」（令和

４年８月１日付け厚生労働省健康局長通知）の内容を踏まえて取り

組むことを基本とする。 

○  第４期がん対策推進基本計画においても、引き続き、治療を主と

する医療に加え、予防や社会復帰、治療と職業生活の両立に向けた

支援等に取り組む。 

○  がん医療圏の設定については、各都道府県の実態を踏まえ、二次

医療圏との整合が取れる範囲で、柔軟に設定できることとする。 

○  指標については、第４期がん対策推進基本計画の策定に向けた検

討状況等を踏まえつつ、今後のがん対策推進協議会における議論の

内容を参考に見直す。 

 

② 具体的な内容 

（役割分担を踏まえた集約化） 

○  がん医療が高度化する中で、引き続き質の高いがん医療を提供す

るため、均てん化に加えて、がんゲノム医療等の高度かつ専門的な

医療等について、拠点病院等の役割分担を踏まえた集約化を推進す

る。 

（多職種連携によるチーム医療の推進） 

○  多職種連携によるチーム医療の提供をさらに充実させる観点か

ら、拠点病院等において、地域の医療機関等との連携も含め、チー

ム医療の提供体制の整備を進める。 

（特性に応じたがん対策について） 

○  小児・AYA 世代のがん対策をさらに充実させるため、小児がん拠

点病院と、がん診療連携拠点病院等や地域の医療機関、かかりつけ

医等との連携を含め、地域の実情に応じた小児・AYA 世代のがん診

療提供体制の整備を進める。 

○  高齢がん患者が、例えば、他臓器の合併症を併発している、介護

施設等に入居しているなど、それぞれの状況に応じた適切ながん医

療を受けられるよう、拠点病院等と地域の医療機関及び介護施設等

との連携体制の整備を進める。 

（新興感染症の発生・まん延時でも機能を維持できる医療体制の整備） 

○  新型コロナウイルス感染症の拡大時等においても、必要ながん診

療を提供できるよう、平時における準備等の対応を含めて、地域の

実情に応じた連携体制の整備を進める。 
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③ 指標の見直し（例） 

・  指針に基づく検診の実施率 

・  精密検査受診率 

・  診断から手術までの日数 

・  初診から確定診断までが１か月未満の患者の割合 

・  緩和ケア研修会修了者数 

・  がん相談支援センターでの新規相談件数 

 

（２）脳卒中に関する医療提供体制について 

① 見直しの方向性 

○  脳卒中に関する医療提供体制の構築に当たっては、「循環器病対

策推進基本計画」の内容を踏まえて取り組むことを基本とする。 

○  第２期循環器病対策推進基本計画の策定に当たっては、基本的な

考え方として、 

・ 循環器病に係る指標の更新 

・ 関係する諸計画との連携 

・ 感染拡大時でも機能を維持できる医療体制の整備 

を提示しており、上記に係る見直しを行う。 

○  特に、指標については、厚生労働科学研究「循環器病の医療体制

構築に資する自治体が利活用可能な指標等を作成するための研究」

において、７つの指標案が提言されており、その内容を参考として

見直しを行う。 

 

② 具体的な内容 

（病院前救護における患者スクリーニング） 

○  救急隊による、治療適応の判断を含めた適切な患者の評価と、評

価に基づく搬送先選定が可能な救護体制を構築する。 

（標準治療の普及・均てん化） 

○  脳梗塞に対する血管内治療について、rt-PA 静注療法とともに、

標準的治療として全国で提供されるような体制を構築する。 

○  医療の地域格差を解消し、標準治療の均てん化を図るため、一般

社団法人日本脳卒中学会が提言している「脳卒中診療における遠隔

医療（Telestroke）」を実施できるような遠隔医療のシステムを拡

充していく。 

（回復期や維持期における医療体制の強化、就労支援の充実） 
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○  急性期の医療機関と、回復期の医療機関との機能分化を推進する

とともに、ある程度の重症者であっても回復期の医療機関において

受入が可能な体制を整備する。 

○  回復期や生活期・維持期の医療では、リハビリテーションの取組

に加え、生活の質を向上させる観点から、就労両立支援に係る人材

の充実等により、脳卒中患者の疾病罹患後の就労両立支援を推進す

る。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・  脳卒中疑い患者に対して主幹動脈閉塞を予測する６項目の観察指

標を利用している消防本部数 

・  脳梗塞に対する血栓回収療法の実施件数 

・  リハビリテーション科医師数 

・  両立支援コーディネーターの受講者数 

・  脳卒中患者に対する療養・就労両立支援件数 

 

（３）心筋梗塞等の心血管疾患に関する医療提供体制について 

① 見直しの方向性 

○  心筋梗塞等の心血管疾患に関する医療提供体制の構築に当たって

は、「循環器病対策推進基本計画」の内容を踏まえて取り組むこと

を基本とする。 

○  第２期循環器病対策推進基本計画の策定に当たっては、基本的な

考え方として、 

・ 循環器病に係る指標の更新 

・ 関係する諸計画との連携 

・ 感染拡大時でも機能を維持できる医療体制の整備 

を提示しており、上記に係る見直しを行う。 

○  特に、指標については、厚生労働科学研究「循環器病の医療体制

構築に資する自治体が利活用可能な指標等を作成するための研究」

において、３つの指標案が提言されており、その内容を参考として

見直しを行う。 

 

② 具体的な内容 

（感染拡大時でも必要かつ十分な診療を行える医療体制の整備） 

○  有事の際にも必要かつ十分な診療を行えるよう、平時から医療機

関間・地域間連携や回復期・慢性期の医療体制の強化等を進める。 
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（デジタル技術を含む新たな技術の活用） 

○  限られた医療資源の効果的活用及び効率的な医療機関間・地域間

連携の推進の観点から、アプリ・AI 等を用いた診断・治療の補助

等に係る取組や、ICT を活用した連携体制の構築を推進する。 

（ACP の推進） 

○  個人の意思決定に基づいた医療の提供を推進する観点から、ACP

を適切に実施できる体制を整備する。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・  急性心筋梗塞患者に対する PCI 実施率 

・  大動脈疾患患者に対する手術件数 

・  両立支援コーディネーターの受講者数 

・  心血管疾患における介護連携指導料算定件数 

・  特定保健指導の実施率 

 

（４）糖尿病に関する医療提供体制について 

① 見直しの方向性 

○  糖尿病に関する医療提供体制の構築に当たっては、国民健康づく

り運動プラン（健康日本 21（第二次））や医療費適正化計画の見直

しに係る検討状況、重症化予防や治療と仕事の両立支援に係る取組

状況等を踏まえつつ、見直しの方向性を整理する。その他、診療提

供体制に係る記載について、腎疾患対策および糖尿病対策の推進に

関する検討会における議論の内容等を踏まえ、必要な見直しを行

う。 

○  糖尿病の発症予防、糖尿病の治療・重症化予防、糖尿病合併症の

治療・重症化予防のそれぞれのステージに重点をおいて取組を進め

るための医療体制の構築を目指す。 

○  指標の見直しに当たっては、腎疾患対策および糖尿病対策の推進

に関する検討会における議論の内容を参考として見直しを行う。 

 

② 具体的な内容 

（診療科間及び多職種の連携体制の構築） 

○  糖尿病や糖尿病合併症の治療・重症化予防には定期的な眼底検

査、腎機能検査、栄養指導等の療養指導等、関係する診療間での連

携や職種間の連携が必要であり、各学会から公表されている紹介基

準等を参考に、糖尿病診療におけるかかりつけ医と専門家等との連
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携や多職種連携等の医療連携体制の整備を引き続き推進する。 

（糖尿病の発症予防に係る取組及び予防と医療の連携の推進） 

○  地域の保健師と連携した糖尿病発症予防に係る取組を引き続き推

進するとともに、保健師等と医療機関との連携体制の構築や健診後

の受診勧奨、健診後の医療機関受診状況等に係るフォローアップ

等、予防と医療の連携に係る取組を強化する。また、患者及びその

家族等に対する教育や、国民に対する正しい知識の普及啓発等に係

る取組を引き続き推進する。 

（糖尿病の治療・重症化予防に係る取組の推進） 

○  糖尿病の重症化予防の観点から糖尿病治療中断者数を減少させる

ことや早期からの適切な指導・治療を行うことが重要であり、就労

支援（両立支援、治療継続支援）、健診受診者や治療中断者への受

診勧奨（糖尿病性腎症重症化予防プログラム等）等の取組を推進す

る。 

（新型コロナウイルス感染症拡大時の経験を踏まえた今後の医療体制） 

○  今回の新型コロナウイルス感染症拡大時の経験も踏まえ、地域の

実情に応じて、多施設・多職種による重症化予防を含む予防的介入

や、治療中断対策等を含むより継続的な疾病管理に向けた診療提供

体制の整備等を進める。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・ 特定健診での受診勧奨により実際に医療機関へ受診した糖尿病未治

療者 

・ 糖尿病治療を主にした入院患者数 

・ 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠に対する専門的な治療を行う医療機関

数（もしくは割合） 

・ HbA1c もしくは GA 検査の実施（患者もしくは割合） 

・ 糖尿病専門医数（もしくは在籍する医療機関数、割合） 

 

（５）精神疾患に関する医療提供体制について 

① 見直しの方向性 

○  行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の顔の見える連

携を推進し、精神保健医療福祉上のニーズを有する方が、その意向

やニーズに応じ、切れ目なくこれらのサービスを利用し、安心して

その人らしい地域生活を送ることができるよう、地域における多職

種・多機関が有機的に連携する体制を構築する。 
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○  精神障害の特性として、疾病と障害とが併存しており、その時々

の病状が障害の程度に大きく影響するため、医療、障害福祉・介護

その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する。 

○  患者の病状に応じ、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切

れ目なく受けられる体制を整備する観点から、「普及啓発、相談支

援」「地域における支援、危機介入」「診療機能」「拠点機能」の段

階ごとに、ストラクチャー、プロセス、アウトカムの各指標例を、

第７次医療計画における指標例を含めて定める。 

 

② 具体的な内容 

（医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制

の整備） 

○  精神科医療の提供体制の充実には、精神保健に関する「本人の困

りごと等」への支援を行う平時の対応を充実する観点と、精神科救

急医療体制整備をはじめとする精神症状の急性増悪や精神疾患の急

性発症等による患者の緊急のニーズへの対応を充実する観点が必要 

である。平時においては、かかりつけの医療機関に通院し、障害福

祉・介護その他のサービスを利用しながら、本人の希望に応じた暮

らしを支援するとともに、患者の緊急のニーズへの対応において

は、入院治療（急性期）へのアクセスに加え、受診前相談や入院外

医療（夜間・休日診療、電話対応、在宅での診療、訪問看護等）に

ついて、都道府県等が精神科病院、精神科訪問看護を行う訪問看護

事業所等と連携しながら必要な体制整備に取り組むことが望まし

い。 

○  また、精神障害の有無や程度にかかわらず、地域で暮らすすべて

の人が、必要な時に適切なサービスを受けられるよう、精神障害に

も対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、医療

計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画が相互に緊密に連

携し、医療、障害福祉・介護、住まい、就労等の社会参加、地域の

助け合い、教育・普及啓発が包括的に確保された体制を整備してい

くことが重要となる。 

○  なお、精神疾患の医療体制の構築に係る指針の策定に当たって

は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興感染症について

も勘案することが望まれる。 

 

③ 指標の見直し（例） 
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・ 都道府県及び市町村における精神保健福祉の相談支援に専従してい

る職員数、相談支援の実施件数 

・ 心のサポーター養成研修の実施回数、修了者数 

・ 在宅精神療法又は精神科在宅患者支援管理料を算定した患者数 

・ 精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護指示料を算定した患者

数 

 

２ ６事業 

（１）救急医療 

① 見直しの方向性 

○  増加する高齢者の救急や、特に配慮を要する救急患者を受け入れ

るために、地域における救急医療機関の役割を明確化する。 

○  居宅・介護施設の高齢者が、自ら意思に沿った救急医療を受けら

れるような環境整備を進める。 

○  ドクターヘリ・ドクターカーについて、地域においてより効果的

な活用ができるような体制を構築する。 

○  新興感染症の発生・まん延時において、感染症対応と通常の救急

医療を両立できるような体制を構築する。 

 

② 具体的な内容 

（救急医療機関の役割） 

○  高齢者の救急搬送が増加していく中で、初期救急医療機関は、主

に独歩で来院する自覚症状が軽い患者への夜間及び休日における外

来診療を担い、第二次救急医療機関は高齢者救急をはじめ地域で発

生する救急患者の初期診療と入院治療を主に担い、第三次救急医療

機関は重篤患者に対する高度な専門的医療を総合的に実施すること

を基本としつつ、複数診療科の介入を要する症例や診断が難しい症

例等、他の医療機関では治療の継続が困難な救急患者の診療を担

う。 

○  特に高齢者の患者が帰宅する際には、受診後に安心して生活でき

るよう、生活上の留意点に関する指導や、必要な支援へのつなぎを

進める。 

○  精神疾患を有する患者・小児・妊婦・透析患者等、特に配慮を要

する患者を受け入れる医療機関についてあらかじめ地域の実情に応

じて検討する。 

（高度救命救急センター等の体制整備） 
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○  高度救命救急センター等の地域の基幹となる救急医療機関は、平

時から、重症外傷等の特に高度で専門的な知識や技術を要する患者

へ対応可能な医師・看護師等の人材の育成・配置、院内の体制整備

を行い、地域における重篤患者を集中的に受け入れる役割を担う。

また、厚生労働省が実施する外傷外科医等養成研修事業を活用し

て、テロ災害発生時等における銃創や爆傷等にも対応ができる体制

を構築する。 

（高次の医療機関からの転院搬送の促進） 

○  高次の医療機関からの必要な転院搬送を促進する。具体的には、

受け入れ先となる医療機関と、患者を受け入れる際に必要な情報や

受け入れ可能な時間帯、搬送方法等についてあらかじめ共有してお

く。 

○  高次の医療機関からの転院搬送を行う場合には、医療機関が所有

する搬送用車両等の活用を進める。 

（相談体制等の整備） 

○ 患者ができるだけ救急外来を受診しなくても済むよう、引き続き地

域におけるプライマリケアをすすめるとともに、♯7119、♯8000

等による医療機関の受診や救急車の要請に迷う場合の相談体制の整

備を推進する。 

（居宅・介護施設の高齢者の救急医療） 

○  医療関係者、介護関係者は、地域包括ケアシステムや ACP に関す

る議論の場等において、患者の希望する医療について必要な時に確

認できる方法について検討する。 

○  自治体や医療従事者等は、患者や家族が、人生の最終段階におい

てどのような医療を望むかについて日頃から話し合うことを促す。 

○  ACP に関する議論や救急現場における心肺蘇生を望まない心肺停

止患者への対応方針等は、例えば、救急医療の関係者や地域包括ケ

アの医療・介護関係者、消防関係者等地域の関係者がそれぞれ実施

する会議を合同で開催するなどにより、地域の実情に応じ地域の多

様な関係者が協力して検討する。 

（ドクターヘリ・ドクターカー） 

○  都道府県は隣接都道府県と協議し、ドクターヘリが同時に要請さ

れた際や、都道府県境付近の患者からの要請時に、より効率的な対

応ができるような広域連携体制を構築する。 

○  ドクターカーについては、地域にとって効果的な活用方法を検討

するため、まずは、全国の様々な運行形態を調査し、救急医療提供
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体制の一部としてより効果的に活用する。 

（新興感染症の発生・まん延時における救急医療） 

○  救急患者を受け入れるために必要な感染対策を講じることができ

る人材を平時から育成する。 

○  医療機関は、救急外来の需要が急増した際に外来機能を拡充する

方法について平時から検討する。 

○  救急外来を受診しなくても済むような電話等による相談体制（♯

7119、♯8000 等）及びオンライン診療を実施する体制を平時から

充実させ、新興感染症のまん延により救急外来の需要が急増した際

にも対応可能な体制を整備する。 

○  新興感染症の発生・まん延時に、救急医療機関が、通常の救急患

者に対しても適切な医療を提供できるよう、第二次救急医療機関や

第三次救急医療機関、および地域全体において必要な体制を構築す

る。 

○  精神疾患を有する患者・小児・妊婦・透析患者等、特に配慮を要

する患者を含め、新興感染症の発生・まん延時に受け入れる医療機

関についてあらかじめ地域の実情に応じて検討する。例えば、いっ

たん患者を幅広く受け入れ必要な初療を行った上で、入院が必要な

際には他の医療機関に転院させる外来機能に特化した医療機関の整

備や、患者や医療人材を集めて対応する大規模な医療機関の整備、

第二次救急医療機関や第三次救急医療機関に患者を分散して対応す

る体制等、地域の実情に応じた体制を平時から検討する。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・ 心原性心肺機能停止傷病者（一般市民が目撃した）のうち初期心電

図波形が VF 又は無脈性 VTの一ヶ月後社会復帰率を追加 

・ 心肺蘇生を望まない心肺停止患者への対応方針を定めている消防本

部の割合を追加 

・ 救命救急センターの応需率を追加 

 

（２）災害時における医療 

① 見直しの方向性 

○  DMAT・DPAT 等の派遣や活動の円滑化や、様々な保健医療活動チ

ームの間での多職種連携を進める。 

○  災害時に拠点となる病院、それ以外の病院が、その機能や地域に

おける役割に応じた医療の提供を行う体制の構築を進める。 
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○  浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する医療機関は地域と連

携して止水対策を含む浸水対策を進める。 

○  医療コンテナの災害時における活用を進める。 

 

② 具体的な内容 

（DMAT 等の位置付け・明確化） 

○  DMAT・DPAT 等の派遣や活動を円滑化する観点から、所属医療機

関における隊員の活動に対する理解がより得られ、派遣しやすくな

り、また研修や訓練に参加しやすくするような仕組みの明確化につ

いて検討を進める。 

○  DMAT・DPAT は、災害時のみならず、新興感染症のまん延時にお

ける感染症患者の入院・搬送調整や感染症専門家と協力しクラスタ

ーが発生した施設等における感染制御等の活動に対する支援を実施

する。 

○  DPAT の業務として新興感染症対応を明確に位置付けるため、活

動要領改正を行う。 

（多職種連携） 

○  災害時において、都道府県は様々な保健医療活動チームと協力す

ることが必要であることから、災害時に円滑な連携体制を構築可能

にするため、保健医療福祉調整本部の下、様々な保健医療活動チー

ムと共に訓練を実施し、災害時におけるそれぞれの必要な役割を確

認する。 

○  被災都道府県は、大規模災害発生時に、都道府県の関係課及び保

健所の職員、災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネータ

ー等で構成される保健医療福祉調整本部を設置し、当該本部は保健

所・DHEAT、各種保健医療活動チーム（DMAT、DPAT、日本医師会災

害医療チーム（JMAT）、日本赤十字社の救護班、独立行政法人国立

病院機構の医療班、全日本病院医療支援班（AMAT）、日本災害歯科

支援チーム（JDAT）、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チー

ム、管理栄養士チーム、日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）、

日本災害リハビリテーション支援協会（JRAT）等）との連絡及び情

報連携を行うための連絡窓口を設置し、災害時における保健医療福

祉活動の総合調整を行う。 

○  都道府県は、災害時の保健医療提供体制を効率的に調整するた

め、都道府県の保健医療福祉調整本部に配置される都道府県災害医

療コーディネーターと保健所又は市町村における保健医療活動の調
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整等を担う本部に配置される地域災害医療コーディネーターの両者

を整備する。 

○  都道府県は、災害医療コーディネーターの配置を進めるととも

に、訓練への参加や研修の受講を推進する。 

（災害時に拠点となる病院、拠点となる病院以外の病院） 

○  都道府県は、災害拠点病院について、地域の実情に応じて引き続

き指定を進める。 

○  災害拠点精神科病院について、整備を進めるための支援について

検討する。 

○  都道府県は、精神疾患を有する患者・小児・妊婦・透析患者等、

特に災害時においても配慮を有する被災者に対応できる体制構築に

ついて平時より検討する。 

○  災害時に拠点となる病院以外の病院においては、災害発生時に自

院にいる患者への診療を継続するために、平時から、業務継続計画

（BCP）を策定した上で、施設の耐震化や、自家発電機の整備、ま

た、燃料の備蓄等を含めた必要な防災対策を実施するほか、EMIS

を用いて発災時に自らの被災情報を発信できる体制の構築を徹底

し、災害時には災害時に拠点となる病院とともに、その機能や地域

における役割に応じた医療の提供に努める。 

○  都道府県によっては、災害時に拠点となる病院に協力する医療機

関について、地域の救急医療機関を中心に指定し、その取組を促し

ている例（災害時に多く発生が予想される中等症患者を積極的に受

け入れる医療機関を指定等）もあることから、これらも参考に、地

域の実情に応じた災害時の医療提供体制を検討する。 

○  これらの取組が進むように、都道府県は、平時より、都道府県防

災会議や災害医療関連の協議会等において、災害医療コーディネー

ターや災害拠点病院を含む地域の医療機関の代表者、その他地域の

災害医療に関する関係者と共に、関係機関の役割・医療機関間の連

携について確認する。 

（止水対策を含む浸水対策） 

○  浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する災害拠点病院は、風

水害が生じた際の被災を軽減するため、止水板等の設置による止水

対策や、自家発電機等の電気設備の高所移設、排水ポンプの設置等

による浸水対策を講じる。 

○  浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在するその他の医療機関

は、浸水対策を講じるように努める。 
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○  風水害も含め災害時に医療活動が真に機能するために、都道府県

は地域防災会議や災害医療対策関連の協議会等に医療関係者の参画

を促進する。 

○  業務継続計画（BCP）の策定は、地域における医療機関の役割や

ライフライン復旧対策等、他機関（行政・消防・関連業者等）を含

めた地域全体での連携・協力が必要であるため、地域防災計画等の

他のマニュアルとの整合性をとる必要があり、医療機関が独自に策

定するのは難しいことから、地域の防災状況や連携を研修内容に組

み込んでいる厚生労働省実施の BCP 策定研修事業等を活用し、実効

性の高い業務継続計画（BCP）を策定する。 

（医療コンテナの災害時における活用） 

○  災害訓練や実災害時において、また、イベント時の事故等への備

えにおいて、医療コンテナを活用し有用性を検証する。 

○  都道府県や医療機関は、災害時等において、検査や治療に活用す

る。具体的には、災害時の医療提供体制を維持するために医療コン

テナ等を活用し、例えば、仮設診療所の設置や被災した病院施設の

補完等を行う。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・ DMAT 感染症研修を受講した DMAT 隊員の隊員数及び割合 

・ 既存の指標の災害医療コーディネーター任命数を廃止し、都道府県

災害医療コーディネーター任命数及び地域災害医療コーディネータ

ー任命数 

・ 災害拠点病院以外の病院における自家発電機の燃料の備蓄（３日

分）の実施率 

・ 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する病院において浸水対策

を講じている病院の割合 

・ 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する病院において、業務継

続計画（BCP）を策定している病院のうち浸水を想定した業務継続

計画（BCP）を策定している病院の割合 

 

（３）へき地の医療 

① 見直しの方向性 

○  へき地における医師の確保については、引き続きへき地の医療計

画と医師確保計画を連動して進める。 

○  へき地における医療人材の効率的な活用や有事対応の観点から、
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国は自治体におけるオンライン診療を含む遠隔医療の活用について

支援を行う。 

○  へき地医療拠点病院の主要３事業（へき地への巡回診療、医師派

遣、代診医派遣。以下同じ。）の実績向上に向けて、巡回診療・代

診医派遣について、人員不足等地域の実情に応じてオンライン診療

の活用が可能であることを示し、へき地の医療の確保を図るための

取組を着実に進める。 

 

② 具体的な内容 

（へき地で勤務する医師の確保） 

○  へき地医療支援機構は、医師確保計画とへき地の医療計画を連携

させるために、地域枠医師等の派遣を計画する地域医療支援センタ

ーと引き続き緊密な連携や一体化を進めることとする。 

（遠隔医療の活用） 

○  医療機関が遠隔医療を実施するに当たっては、資金やハード面の

整備を含む自治体からの支援が重要であることが示唆されているた

め、都道府県においてオンライン診療を含む遠隔医療を活用したへ

き地医療の支援を行うよう、へき地の医療体制構築に係る指針で示

すとともに、遠隔医療に関する補助金による支援や、好事例の紹介

等による技術的支援を行う。 

（へき地医療拠点病院の主要３事業） 

○  主要３事業の実績の向上に向けて、オンライン診療の導入が有用

である可能性が示唆されており、オンライン診療を活用し行った巡

回診療・代診医派遣についても、事業の実績に含めることを明確化

する。但し、全ての巡回診療等をオンライン診療に切り替えるもの

ではなく、人員不足等地域の実情に応じて、オンライン診療で代用

できるものとする。 
 

③ 指標の見直し（例） 

・ へき地医療拠点病院からへき地への巡回診療のうち、オンライン診療

で行った回数・日数・延べ受診患者数 

・ へき地医療拠点病院からへき地への代診医派遣による診療のうち、オ

ンライン診療で行った回数・延べ日数 

 

（４）周産期医療 

① 見直しの方向性 



21 
 

○  周産期医療の質の向上と安全性の確保のため、周産期医療圏を柔

軟に設定し、基幹となる医療施設への集約化・重点化を進める。 

○  保健・福祉分野の支援や小児医療との連携を含む周産期に関わる

幅広い課題の検討に専門人材等も参画し、周産期医療に関する協議

会を活用する。 

○  ハイリスク妊産婦への対応や、医療的ケア児の在宅ケアへの移行

支援など、周産期医療体制の整備を進める。 

○  周産期医療に携わる医師の勤務環境の改善を進めつつ、医療機

関・機能の集約化・重点化を進める。 

○  新興感染症の発生・まん延時に備えた周産期医療体制を整備す

る。 

 

② 具体的な内容 

（周産期医療圏の設定） 

○  産科医師や分娩取り扱い施設が存在しない周産期医療圏がないよ

うにするという第７次医療計画中間見直しの際に示された方針に従

って、周産期医療に携わる医師の勤務環境にも留意しつつ、二次医

療圏にこだわらず周産期母子医療センターを基幹として集約化・重

点化を行うなどにより、周産期医療圏を柔軟に設定し、必要な医療

を確保する。 

（周産期医療に関する協議会） 

○  構成員には、地域の周産期医療に携わる医師の他、助産師等看護

職を含むことを基本とする。また、妊婦のメンタルヘルスケアに携

わる人材や消防関係者の参画を検討する。さらに、地域の実情に応

じ歯科医師、薬剤師、保健師等必要な職種その他の関係者の参画を

検討する。 

○  将来的な医療の質の向上、安全性の確保のために、周産期医療の

知識及び技術を指導する人材の育成等について検討する。 

○  周産期医療については、出生後の児を円滑に小児医療につなげる

観点から、小児医療と強く結びつく必要があるため、「周産期医療

に関する協議会」と「小児医療に関する協議会」との合同開催等を

通じ、互いの情報連携を進める。 

○  医療と母子保健等との連携を推進する観点から、保健福祉部局の

担当者の参画を通じて、市町村が行っている保健・福祉等の支援策

についての情報共有を図り、母子に対して切れ目ない支援を進め

る。 
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○  協議会は少なくとも年 1回、必要な場合は年に複数回、定期又は

臨時で開催するものとする。また、必要に応じオンラインで開催す

る。 

（ハイリスク妊産婦への対応） 

○  NICU・MFICU や周産期・新生児専門医などの高度専門人材の集約

化・重点化などを通じて、総合周産期母子医療センターを中心とし

て、必要に応じて協力医療施設を定め、精神疾患を含めた合併症妊

娠や胎児・新生児異常等、母体又は児のリスクが高い妊娠に対応す

る体制を構築する。 

○  総合周産期母子医療センターは、周産期医療関係者研修事業を活

用し、地域の医療従事者への研修を含め、周産期医療に精通した指

導的役割を持つ医療従事者育成の役割も担う。 

○  地域における妊産婦の精神疾患に対する医療体制を整備するた

め、周産期医療に関する協議会の構成員として、妊婦のメンタルヘ

ルスに携わる人材の参画を検討する。（再掲） 

○  社会的ハイリスク妊産婦への対応として、周産期医療に関する協

議会等を通じて、市町村が行っている保健・福祉等の支援等の情報

共有を図り、支援につなげる。 

○  集約化・重点化により分娩施設までのアクセスが悪化した地域に

居住する妊産婦に対して支援等を行っている自治体の例を収集し、

これらも参考に、地域の実情に応じて対策を検討する。 

（在宅ケアへの移行支援） 

○  周産期医療関連施設は、NICU 長期入院児等が自宅に退院する前

に、地域療養支援施設運営事業を活用して、当該施設の一般病棟や

地域の医療施設への移動等の段階を経ることにより、自宅退院後に

家族が在宅ケアを行うための手技習得や環境の整備をする期間を設

けることで、医療的ケア児の生活の場における療養・療育への円滑

な移行を支援する。 

○  地域の医療機関は、在宅において療養・療育を行っている児の家

族に対し、日中一時支援事業を活用し、レスパイト等の支援を実施

する。 

（産科区域の特定） 

○  分娩を取り扱う医療機関は、母子の心身の安定・安全の確保等を

図る観点から、産科区域の特定などの対応を講ずることが望ましい

なか、当該医療機関の実情を踏まえた適切な対応を推進する。 

（医師の勤務環境の改善） 
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○  周産期医療に携わる医師の勤務環境の改善のため、医師の働き方

改革を進めつつ、地域において必要な周産期医療を維持・確保する

ため、地域医療構想や医師確保計画との整合性にも留意しながら、

基幹施設を中心として医療機関・機能の集約化・重点化や産科及び

小児科の医師偏在対策を検討する。 

○  ハイリスク分娩を取り扱う周産期母子医療センター等に負担を集

中させないよう、ハイリスクでない分娩は、その他の産科病院や産

科有床診療所等で取り扱うことや、分娩を取り扱わない医療機関に

おいても、妊婦健診や産前・産後のケアの実施や、オープンシステ

ム・セミオープンシステムの活用をすすめるなど、医療機関の役割

を分担し、周産期医療と母子保健を地域全体で支える。 

○  地域医療介護総合確保基金等を活用し、院内助産や助産師外来の

活用を進めることにより、産科医師から助産師へのタスクシフト／

シェアを進める。 

（新興感染症の発生・まん延時の周産期医療体制） 

○  新興感染症の発生・まん延時においても、地域で周産期医療を確

保するため、感染症の罹患又は罹患が疑われる妊婦に対して産科的

緊急症を含む産科診療を実施する医療機関について、地域の周産期

医療に関する協議会等においてあらかじめ協議する。 

○  適切に妊婦のトリアージや入院等に係るコーディネートを行う災

害時小児周産期リエゾン等の人材を、災害時小児周産期リエゾン養

成研修事業を活用し養成するとともに、その活用について平時から

検討する。 

○  周産期医療に関する協議会の構成員として、消防関係者の参画を

検討し、平時及び新興感染症の発生・まん延時における妊産婦の受

け入れ先等の救急搬送体制について協議する。（再掲） 

 

③ 指標の見直し（案） 

・ 院内助産や助産師外来を行っている周産期母子医療センター数 

・ NICU 入院時の退院支援を専任で行う者が配置されている周産期母子

医療センター数 

・ NICU 長期入院児が自宅に退院する前に、家族が在宅ケアを行うため

の手技習得や環境の整備をする期間を設けるための病床を設置してい

る周産期母子医療センター数 

・ 退院支援を受けた NICU・GCU 児数 

・ 妊産婦の居住する市町村の母子保健事業について、妊産婦に個別に情
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報提供を行っている周産期母子医療センター数 

 

（５）小児医療（小児救急医療を含む。） 

① 見直しの方向性 

○  小児患者が救急も含めて医療を確保できるよう医療圏を設定する

とともに、地域の小児科診療所の役割・機能を推進する。 

○  保健・福祉分野の支援や周産期医療との連携を含む、小児に関わ

る幅広い課題の検討に専門人材等も参画し、小児医療に関する協議

会を活用する。 

○  医療的ケア児を含め、地域の子どもの健やかな成育が推進できる

よう、支援体制を確保する。 

○  保護者への支援のため、子ども医療電話相談事業（♯8000）を推

進する。 

○  小児医療、特に新生児医療に携わる医師の勤務環境の改善を進め

つつ、医療機関・機能の集約化・重点化を進める 

○  新興感染症の発生・まん延時に備えた小児医療体制を整備する。 

 

② 具体的な内容 

（小児医療圏の設定、医療機能の明確化等による医療の確保） 

○  第８次医療計画の策定に当たっては、第７次医療計画中間見直し

の際に示された方針に従って、周産期医療圏との連携のもと、小児

医療圏と小児救急医療圏を一本化する。一本化に当たっては、小児

救急患者を常時診療可能な体制がとれるよう留意する。 

○  一般小児医療機能を担う小児科診療所は、地域における医療と保

健、福祉、教育との橋渡しの役割・機能を担っており、小児医療に

関する協議会の活用などを通じ、その役割・機能を推進する。 

○  集約化・重点化によりアクセスが悪化する地域に居住する小児に

対する医療の確保のため、オンライン診療について検討する。その

際には、対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められること

に留意する。 

（小児医療に関する協議会） 

○  構成員には、地域の小児医療に携わる医師、看護師を含むことを

基本とし、周産期医療との連携の観点から助産師の参画を検討す

る。また、医療的ケア児や被虐待児等福祉が必要な児の成育に関す

る必要な対策を検討する観点から、児童福祉関係者や学校・教育関

係者の参画を検討する。さらに、地域の実情に応じ歯科医師、薬剤
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師、保健師等必要な職種その他の関係者の参画を検討する。 

○  小児の外傷、熱傷等小児科以外の診療科と連携が必要な領域を含

む、小児医療に関する事項についても幅広く協議する。 

○  小児医療については、出生後の児を円滑に周産期医療から引き継

ぐ観点から、周産期医療と強く結びつく必要があるため、「小児医

療に関する協議会」と「周産期医療に関する協議会」との合同開催

等を通じ、互いの情報連携を進める。 

○  協議会は少なくとも年１回、必要に応じて年に複数回、定期又は

臨時で開催する。また、必要に応じオンラインで開催する。 

（医療的ケア児への支援） 

○  医療的ケア児が入院する医療機関は、地域全体で取り組まれてい

る、医療的ケア児支援センターを中心とした、医療的ケア児及びそ

の家族への支援体制に参画する。  

○  医療的ケア児が入院する医療機関は、児の入院後、現在の病状及

び今後予想される状態等について家族等と話し合いを開始し、退院

後の療養上必要な事項について説明するとともに、転院・退院後の

療養生活を担う医療機関や訪問看護ステーション等との連絡や調

整、福祉サービスの導入に係る支援等を行う体制を整える。また、

退院後の医療的ケア児の緊急入院に対応できる体制を整備する。 

○  保護者の負担を軽減するため、日中一時支援事業を活用し、レス

パイトの受け入れ体制等の医療体制を整備する。 

（子どもの成育に関する保健・教育・福祉との連携） 

○  小児医療に関する協議会の構成員として、地域の小児医療に携わ

る医師、看護師を含む事を基本とし、周産期医療との連携の観点か

ら助産師の参画、また、医療だけでなく、保健・教育・福祉にわた

り、子どもたちの成育について広く協議する為に、児童福祉関係者

や学校・教育関係者の参画を検討する。さらに、地域の実情に応じ

歯科医師、薬剤師、保健師等必要な職種その他の関係者の参画を検

討する。（再掲） 

○  地域で子どもの心の問題や児童虐待への医療・保健福祉の連携体

制を構築し（子どもの心の診療ネットワーク事業や児童虐待防止医

療ネットワーク事業の実施など）、医療機関においては、これらに

参画する。また、市町村が開催する要保護児童対策地域協議会への

参加や、不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の整

備の実施について、検討する。 

（子ども医療電話相談事業（♯8000）の対応状況） 
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○  ♯8000 について、応答率等を確認し、回線数を増やすなどの改

善の必要性を適宜検討する。 

○  ♯8000 対応者研修事業を活用し、相談者への応対の質の向上を

図る。 

○  都道府県は、相談体制を補完するものとして、信頼できる小児救

急に関するウェブ情報（こどもの救急、教えて！ドクター等）につ

いても積極的に周知を行う。 

（医師の勤務環境の改善） 

○  小児医療、特に新生児医療に携わる医師の勤務環境の改善のた

め、労務管理等の働き方改革を進めつつ、地域において必要な小児

医療を維持・確保することを目的として、地域医療構想や医師確保

計画との整合性にも留意しながら、医療機関・機能の集約化・重点

化や小児科の医師偏在対策を検討する。 

（新興感染症の発生・まん延時の小児医療体制） 

○  新興感染症の発生・まん延時においても、地域で小児医療を確保

するため、感染症の罹患又は罹患が疑われる小児に対して救急医療

を含む小児診療を実施する医療機関をあらかじめ協議する。 

○  適切に小児のトリアージや入院等に係るコーディネートを行う災

害時小児周産期リエゾン等の人材を、災害時小児周産期リエゾン養

成研修事業を活用し養成するとともに、平時からその活用について

検討する。 

○  新興感染症の発生・まん延時に対面診療が困難となる場合に備え

て、平時からオンライン診療の導入について検討する。 

 

③ 指針の見直し（案） 

・ 子ども医療電話相談の応答率 

・ 在宅小児の緊急入院に対応している医療機関数 

・ 在宅医療を担う医療機関と入院医療機関が共同して在宅での療養上必

要な説明及び指導を行っている医療機関数 

・ 退院支援を受けた NICU・GCU 入院児数 

 

（６）新興感染症発生・まん延時における医療 

  本項目については引き続き検討会で議論を行い、別途とりまとめる。 

 

３ 在宅医療 

（１）在宅医療の提供体制 
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① 見直しの方向性 

○  今後見込まれる在宅医療の需要の増加に向け、地域の実情に応じ

た在宅医療の体制整備を進める。 

○  「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療

に必要な連携を担う拠点」を医療計画に位置付け、適切な在宅医療

の圏域を設定する。 

○  「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推

進事業」との連携を進める。 

 

② 具体的な内容 

（在宅医療の体制整備） 

○  国は、都道府県に対し、訪問診療及び訪問看護の必要量の推計

や、小児の在宅医療について実態を把握するためのデータを提供す

る。都道府県は、国から提供を受けたデータを踏まえ、在宅介護の

提供体制も勘案しながら、適切な在宅医療の圏域を設定し、地域で

の協議・調整を通じて体制整備を進める。なお、訪問診療及び訪問

診療の推計については、現時点の受療率を元に算出するため、制約

のある値であることに留意する。 

○  具体的には、地域の実情に応じ、地域医療介護総合確保基金等も

活用し、以下について取り組む。 

・ 訪問診療における、医療機関間の連携や ICT の活用等による対 

      応力強化、これまで訪問診療を担ってこなかった医療機関や新た

に開業する医療機関の訪問診療への参入促進等 

・ 訪問看護における、退院に向けた医療機関との共同指導、医 

療ニーズの高い利用者への対応、24 時間体制、ターミナルケア

等の機能や役割に着目した整備、事業所間の連携、事業者規模の

拡大、ICT の活用等による機能強化・業務効率化等 

（「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要

な連携を担う拠点」） 

○  「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必

要な連携を担う拠点」の目標や求められる事項については、医療機関や

当該拠点がそれぞれ担うべき機能や役割を整理する。 

○  「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必

要な連携を担う拠点」を医療計画に位置付けることとする。 

○  医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、

「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」以外の診療所及び
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病院についても、地域の実情に応じて、引き続き、地域における在

宅医療に必要な役割を担うこととする。 

（圏域の設定） 

○  圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状

況や介護との連携のあり方が地域によって大きく異なることを勘案

し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制

（重症例を除く。）や医療と介護の連携体制の構築が図られるよ

う、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医

療に必要な連携を担う拠点」の配置状況並びに地域包括ケアシステ

ムの状況も踏まえ、市区町村や保健所圏域等の単位毎の医療及び介

護資源等の実情に応じて弾力的に設定することとする。 

○  「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療

に必要な連携を担う拠点」を圏域内に少なくとも１つは設定するこ

ととする。 

（在宅医療・介護連携） 

○  「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推

進事業」が、同一の実施主体となりうることも含め、両者の関係に

ついて明確にし、連携を進める。 

○  「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の整備状況や「在宅医療・

介護連携推進事業」との連携について、実態把握と進捗確認を行

う。 

○  在宅医療の体制整備においては、これまでの介護サービス基盤の

整備状況や今後の見込みも踏まえる必要があることから、医療計画

と介護保険事業（支援）計画の整合性を図るため、医療計画策定の

際に、都道府県や市区町村における医療・介護の担当部局間で協議

を行うこととする。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・ 機能強化型在宅療養支援診療所数及び機能強化型在宅療養支援病院数 

 

（２）急変時・看取り、災害時等における在宅医療の体制整備 

① 見直しの方向性 

○  在宅療養患者の急変に適切に対応するための情報共有や連携を進

める。また、看取りに際し本人・家族の希望に沿った医療・ケアの

提供を進める。 

○  平時から在宅医療に係る関係機関の連携体制の構築を進めるとと
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もに、災害時における業務継続計画（BCP）の策定を推進する。 

 

② 具体的な内容 

（急変時・看取りの体制） 

○  在宅療養患者の急変に対応する入院医療機関としては、在宅療養

支援病院、有床診療所、在宅療養後方支援病院、二次救急医療機関

等が想定される。在宅医療の関係者間で情報共有や連携のあり方に

関するルールを共有するため、在宅医療における急変時対応に関係

する機関として消防機関や後方支援を行う医療機関を明確化すると

ともに、地域の在宅医療の協議の場への参加を促す。 

○  本人と家族が希望する医療・ケアを提供するにあたり、医療と介

護の両方を視野に入れ、利用者の状態の変化に対応し、最期を支え

られる訪問看護の役割は大きいため、訪問看護によるターミナルケ

アを受けた利用者数を指標例に追加する。 

（災害時等の支援体制） 

○  「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」については、引

き続き、災害時等にも適切な医療を提供するための計画を策定する

こととする。 

○  災害時においては、医療機関間や訪問看護事業所間等、また、医

療機関、訪問看護事業所、薬局、居宅介護支援事業所等の関係機関

間、さらに市区町村や都道府県との連携が重要になることから、

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」等において平時から連携を進

めるとともに、国が策定した手引きや事業等も活用しながら、業務

継続計画（BCP）の策定を推進する。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・ 訪問看護によるターミナルケアを受けた利用者数 

 

（３）在宅医療における各職種の関わり 

① 見直しの方向性 

○  医師・歯科医師の定期的な診察と適切な評価に基づく指示によ

る、在宅療養患者への医療・ケアの提供を進める。 

○  在宅医療における各職種の機能・役割について明確にする。 

 

② 具体的な内容 

（各職種の関わり） 
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○  在宅療養患者への医療・ケアの提供に当たり、医師・歯科医師の

定期的な診察と適切な評価に基づく指示により、患者の病態に応じ

て、適切な時期にサービスが提供される必要がある。 

○  在宅療養患者の身体機能及び生活機能の回復・維持を図る観点か

ら、口腔の管理、リハビリテーション、栄養管理について、関係職

種間での連携を推進する。 

（訪問看護） 

○  退院に向けた医療機関との共同指導、医療ニーズの高い利用者へ

の対応、24時間体制、ターミナルケア等の機能や役割に着目した整

備や、事業所間の連携、事業者規模の拡大、ICT化等による機能強化、

業務効率化等について、地域医療介護総合確保基金等を活用し、地

域の実情に応じて、取組を進める。（再掲） 

○  本人と家族が希望する医療・ケアを提供するにあたり、医療と介

護の両方を視野に入れ、利用者の状態の変化に対応し、最期を支え

られる訪問看護の役割は大きいため、訪問看護によるターミナルケ

アを受けた利用者数を指標例に追加する。（再掲） 

（訪問歯科診療） 

○  在宅療養患者に対する口腔の管理は重要であり、歯科衛生士の機

能・役割や訪問歯科診療への関わりについて、次期指針における在

宅医療の現状や医療体制の構築に必要な事項の項目等に盛り込む。 

○  在宅歯科医療を進めるに当たり、歯科診療所と後方支援機能を有

する歯科医療機関との連携や医科歯科連携は重要な課題であり、

「在宅医療において必要な連携を担う拠点」も活用し、圏域内の状

況を踏まえ、地域の在宅歯科医療の目指す姿について、関係機関等

と共有しつつ、連携体制構築を進める。 

（訪問薬剤管理指導） 

○  入退院時における医療機関等との情報共有をはじめ、関係機関と

の協力を通じて、薬局と在宅医療に係る他機関との連携体制を構築

することは重要である。多様な病態の患者への対応やターミナルケ

アへの参画等の観点から、地域医療介護総合確保基金等を活用し、

医療機関等と連携して行われる研修や、カンファレンス等への参加

を通じて、在宅医療に関わる薬剤師の資質向上を図る。 

○  都道府県の薬務主管課と医療政策主管課が連携し、地方薬事審議

会等を活用して、麻薬調剤や無菌調剤等の高度な薬学管理が可能な

薬局の整備状況や実績について把握・分析を行い、在宅医療に必要

な医薬品等の提供体制を整備する。 
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○  地域連携薬局については、令和３年度に制度が開始されたばかり

であり、都道府県によって認定状況に差があるため、地域連携薬局

の在宅医療への貢献について、今後調査を進めることとし、その結

果も踏まえて、取組を検討する。 

（訪問リハビリテーション） 

○  在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点か

らリハビリテーション提供体制の整備は重要であり、その機能・役

割について、明確化する。 

（訪問栄養食事指導） 

○  在宅療養患者の状態に応じた栄養管理を充実させるためには、管

理栄養士が配置されている在宅療養支援病院や栄養ケア・ステーシ

ョン等の活用も含めた訪問栄養食事指導の体制整備が重要であり、

その機能・役割について、明確化する。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・ 麻薬（持続注射療法を含む）の調剤及び訪問薬剤管理指導を実施して

いる薬局数並びに麻薬（持続注射療法を含む）の調剤及び訪問薬剤管

理指導を受けた患者数 

・ 無菌製剤（ＴＰＮ輸液を含む）の調剤及び訪問薬剤管理指導を実施し

ている薬局数並びに無菌製剤（ＴＰＮ輸液を含む）の調剤及び訪問薬

剤管理指導を受けた患者数 

・ 小児の訪問薬剤管理指導を実施している薬局数及び小児の訪問薬剤管

理指導を受けた患者数 

・ 24 時間対応可能な薬局数 

・ 訪問リハビリテーションを実施している診療所・病院・介護老人保健

施設・介護医療院数及び医療機関から訪問リハビリテーションを受け

た患者数 

・ 訪問栄養食事指導を実施している診療所・病院数及び訪問栄養食事指

導を受けた患者数 

 

Ⅲ 外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドラインに関する事項                 

 

１ 外来医師偏在指標を活用した取組について 

（１）外来医師偏在指標について 

○  外来医師偏在指標については、引き続き現行の計算式を使用するとと

もに、地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループにお
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ける医師偏在指標に係る議論を踏まえ、使用するデータの時点について

は、平成 29 年の外来受療率を用いることとする。 

 

（２）外来医師偏在指標を活用した取組について 

○  今後の外来需要の動向が地域によって異なることを踏まえ、二次医療

圏毎の人口推計や外来患者数推計等を踏まえた協議を行うことを求め

る。また、策定した外来医療計画は、住民に対しわかりやすく周知する

ほか、取組の実効性を確保する観点からは、金融機関等へ情報提供を行

うことが重要である。 

○  さらに、外来医師多数区域以外や新規開業者以外においても、地域の

実情に応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求めることができる

こととする。なお、外来医療の体制整備に当たっては、医師確保の観点

も必要であるが、特に外来医師多数区域以外については、医師確保計画

とも整合性をとりながら進めることとする。 

○  地域に必要な外来医療提供体制の構築を進める観点から、都道府県は、

地域で不足する医療機能（夜間・休日の診療、在宅医療、公衆衛生等）

について、具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価に努める

こととする。また、救急医療や在宅医療の施策との連携が考えられるほ

か、学校医の確保については都道府県等の教育委員会との連携も重要で

ある。 

○  外来医師多数区域における新規開業者に対しては、地域で不足する医

療機能を担うことに合意が得られた事項に関して、地域の医師会や市町

村と情報共有する等、フォローアップを行う。 

 

２ 医療機器の効率的な活用について 

（１）医療機器の配置・稼働状況等の可視化について  

○  都道府県においては、地域の医療機関がその地域において活用可能な

医療機器について把握できるよう、医療機器の配置・稼働状況に加え、

共同利用計画から入手可能な、医療機器の共同利用の有無や画像診断情

報の提供の有無等の方針についても可視化を進め、必要な共同利用を促

進することとする。 

 

（２）共同利用計画について 

○  地域の医療資源を可視化する観点から、新たに医療機器を購入する医

療機関に対して、購入後の当該医療機器の稼働状況について、都道府県

へ報告を求めることとする。 
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３ 地域における外来医療の機能分化及び連携について 

（１）外来医療計画の記載事項について 

○  地域の医療機関の外来機能の明確化や連携状況を可視化し、患者によ

る医療機関の適切な選択を支援することを目的に、紹介受診重点医療機

関となる医療機関の名称に加え、外来機能報告で把握可能な、紹介受診

重点外来の実施状況等の情報を新たに盛り込む。 

 

（２）外来機能報告の活用方法について 

○  都道府県においては、外来機能報告により入手可能な重点外来や紹

介・逆紹介等のデータを活用し、地域の外来医療の提供状況について把

握するとともに、紹介受診重点医療機関の機能・役割も踏まえた、地域

における外来医療提供体制の在り方について、検討を行うこととする。 

 

Ⅳ 医師確保計画策定ガイドラインに関する事項                

 

（１） 医師偏在指標 

① 見直しの方向性 

○ 医師偏在指標の精緻化を行う。 

○ 都道府県が地域の実情に応じた施策を検討する際の参考となるよ

う、国が新たに勤務施設別（病院及び診療所）の医師偏在指標を参

考資料として都道府県に提示する。 

 

② 具体的な内容 

（複数の医療機関に勤務する医師の取扱い（三師統計の「従たる従事

先」の反映）） 

○ 医師偏在指標の算定式における「性年齢階級別医師数」の算出に

当たっては、複数の医療機関に勤務する医師の取扱いについて、医

師偏在指標の精緻化を図る観点から見直す。 

○ 具体的には、三師統計で「従たる従事先」に主たる従事先とは異

なる医療圏に所在する医療機関を記載している医師について、その

状況を踏まえ、主たる従事先で 0.8 人、従たる従事先で 0.2 人とし

て算出する。 

（医師偏在指標の算定で用いる受療率及びその時点） 

○ 現在は全国受療率を用いて医師偏在指標を算出している。都道府

県別受療率を用いた場合、受療率が高い都道府県で更に多くの医師
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を配置する必要性が生じることとなり、地域偏在の解消が進まなく

なる恐れがあることから、次期医師偏在指標においても、現在の医

療提供体制が維持できるよう十分配慮をした上で、引き続き全国受

療率を用いる。 

○ 令和２年の患者調査は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

いると考えられる。今後の受療率の見通しの予想は困難であり、現

時点においては、少なくとも新型コロナウイルス感染症の影響を受

けていない平成 29 年の患者調査を用いて医師偏在指標を算出する。 

（勤務施設別の医師偏在指標） 

○ 都道府県単位及び二次医療圏単位では引き続き従前の医師偏在指

標（上記の内容を反映したもの）を用いて、医師少数区域・医師多

数区域等を設定する。 

○ 新たに、地域の実情に応じた施策を検討する際に活用することが

できるよう、勤務施設別（病院及び診療所）の医師偏在指標を参考

資料として都道府県に提示する。 

（診療科間の医師偏在） 

○ 診療科間の医師偏在は、地域間の医師偏在と併せて引き続き対応

が必要である。現時点では診療科ごとの医師偏在指標は算出が困難

であるが、都道府県においては、必要な施策を検討するに当たって

は、既に公表されている三師統計の診療科別医師数を参考にするこ

とが考えられる。 

 

（２） 医師少数スポット 

① 見直しの方向性 

○ 医師少数スポットの設定地域の考え方を明確化するとともに、医

師少数スポットの設定理由を医師確保計画に明記する。 

 

② 具体的な内容 

○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定し、へき地

や離島等においては、必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位

の設定も可能とし、医師少数スポットの設定の理由を医師確保計画

に明記することにする。 

○ 医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少数ス

ポットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設定箇所の見直しを

行う。 

○ 都道府県の医師少数スポットに対する施策による効果を把握でき
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ていないため、現時点では医師少数スポットに係る一定の基準の設

定は困難であるが、 今年度から厚生労働省において、医師少数スポ

ット等の医師確保の実態について把握することとしており、今後そ

の結果を分析することにより当該基準について検討する。 

 

（３） 目標医師数 

① 見直しの方向性 

○ 特に医師少数区域以外の区域における目標医師数の設定における

考え方を示す。 

○ 国が新たに「計画終了時に計画開始時の医師偏在指標を維持する

ための医師数」を都道府県に提示する。 

 

② 具体的な内容 

○ 医師少数都道府県の目標医師数は、現ガイドラインに引き続き、

計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開始時の全都道府県の

医師偏在指標の下位１/３に相当する医師偏在指標に達するために必

要な医師数とする。 

○ 医師少数都道府県以外は、現ガイドラインに引き続き、目標医師

数を既に達成しているものとして取り扱うが、下記に記載する自県

の二次医療圏の設定上限数の合計が、都道府県の計画開始時の医師

数を上回る場合は、都道府県の計画開始時の医師数を上回らない範

囲で、各二次医療圏の目標医師数を設定する。 

○ 医師少数区域の目標医師数は、現ガイドラインに引き続き、計画

期間終了時の医師偏在指標の値が、計画期間開始時の全二次医療圏

の医師偏在指標の下位１/３に相当する医師偏在指標に達するために

必要な医師数とする。ただし、計画期間開始時に既に下位１/３に達

するために必要な医師数を達成している場合は、原則として、目標

医師数は計画開始時の医師数を設定上限数とする。 

○ 医師少数区域以外の目標医師数は、原則として、計画開始時の医

師数を設定上限数とする。ただし、今後の医療需要の増加が見込ま

れる地域では、厚生労働省が参考として提示する「計画終了時に計

画開始時の医師偏在指標を維持するための医師数」を踏まえ、その

数を設定上限数とする。 

○ なお、地域で必要とされる医療が提供される必要があることか

ら、医療提供体制の維持を考慮し、目標医師数の設定を行う。 
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（４） 医学部における地域枠・地元出身者枠の設定・取組等 

① 見直しの方向性 

○ 都道府県は、安定した医師確保を行うため、地域枠に加えて地元

出身者枠についても、恒久定員内への設置を進めるとともに、地域

枠等の医師のキャリア形成を支援する。 

 

② 具体的な内容 

○ 医学部定員の減員に向け、医師養成数の方針について検討が求め

られてきた中、安定した医師確保を行うため、都道府県は、地域枠

に加え、柔軟に運用できる地元出身者枠の恒久定員内への設置につ

いて、積極的に大学と調整を行うこととする。 

○ 特に医師少数県においては、自県内に所在する大学への積極的な

地域枠の設置に加えて、地元出身者を対象として他県に所在する大

学にも地域枠を設置し、卒前からキャリア形成に関する支援を行う

ことで、医師確保を促進する。 

○ 都道府県、大学、関係機関が連携して、キャリアコーディネータ

ー等を活用しながら、キャリア形成卒前支援プランを通して学生時

代から地域医療に従事・貢献する医師としての姿勢等を涵養し、各

都道府県・大学等における地域医療を担う医師養成の観点から有効

な取組について、情報共有を行う機会を定期的に設けることとす

る。 

○ 都道府県は、大学及び地域の医療機関等と連携し、医師少数区域

等における医師確保が必要な診療科や医師数に加え、医師のキャリ

ア形成の視点から医療機関の指導体制等についても十分に把握した

上で、地域医療対策協議会で協議を行い地域枠の医師の配置を検討

することで、地域枠の医師がキャリア形成をしつつ地域医療に従事

しやすい仕組みを構築することとする。 

 

（５） 産科・小児科医師偏在指標 

① 見直しの方向性 

○ 産科医師偏在指標及び小児科医師偏在指標の精緻化を行う。 

 

② 具体的な内容 

○ 産科の医師偏在指標は、実際に分娩を取り扱う産科医師とするこ

とが望ましいため、算出に用いる医師数は、現行の「産科・産婦人

科医師数」を「分娩取扱医師数」と変更し、三師統計において「過
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去 2年以内に分娩の取扱いあり」と回答した医師のうち、日常的に

分娩を取り扱っていると考えられる、産婦人科・産科・婦人科を主

たる診療科と回答した医師数を用いる。また、指標の名称を「産科

医師偏在指標」から「分娩取扱医師偏在指標」と変更する。 

○ 分娩取扱医師偏在指標及び小児科医師偏在指標も（１）の医師偏

在指標と同様に、三師統計で異なる医療圏の従たる従事先を記載し

ている医師については、主たる従事先で 0.8 人、従たる従事先で

0.2 人として算出する。 

 

（６） 医師確保計画の効果の測定・評価 

① 見直しの方向性 

○ 医師確保計画における効果の測定・評価の方法について見直しを

行う。 

 

② 具体的な内容 

○ 第８次（前期）医師確保計画に記載する第７次医師確保計画の効

果の測定・評価については、計画終了時の医師偏在指標の見込みの

算出が困難であることから、病床機能報告等の都道府県が活用可能

なデータを参考として評価することとする。ただし、病床機能報告

は一般病床及び療養病床のデータのみであることに留意する。 

○ 三師統計については、オンライン提出の仕組みを導入すること

で、結果を早期に公表できるよう検討を進める。また、既存の他統

計との連携も含め、三師統計の更なる充実化を図る。 

 

（７） その他 

① 見直しの方向性 

○ 都道府県は、寄附講座の設置、派遣元医療機関への逸失利益の補

填に加えて、その他の既存の施策を組み合わせることで、医師少数

区域等の医師確保を推進する。 

○ 子育て支援は個々の医療機関の取組としてだけではなく、地域の

医療関係者、都道府県、市区町村等が連携し、産科及び小児科に限

らず全診療科を対象として、地域の実情に応じて取組む。 

 

② 具体的な内容 

（医師確保に関する施策） 

○ 医師派遣については、都道府県が、医師派遣を必要としている医
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師少数区域等の医療機関と、医師派遣が可能な県内の医療機関を十

分把握していない場合もあることから、例えば、地域医療支援セン

ターは医師確保が必要な診療科・医師数や、派遣元医療機関の候補

を調査し、医師派遣に必要な情報を正確に把握することとする。 

○ 自県内に所在する大学への寄附講座の設置や、都道府県が基金を

活用して派遣元の医療機関の逸失利益を補填する取組については、

これまで一部の都道府県において行われてきたが、各都道府県はそ

れらの取組を参考にしつつ、医師少数区域等の医師確保を推進する

こととする。 

○ 上記取組を行ってもなお、自都道府県内で十分な医師の確保がで

きない場合には、県外に所在する大学に寄附講座を設置するなど

し、都道府県は県外からも医師の派遣調整を行うこととする。 

○ 都道府県は、派遣医師が医師少数区域経験認定医師を取得可能に

なるよう配慮することや、専門医制度の連携プログラム、寄附講座

等による医師派遣といった既存の施策を組み合わせることを通じ

て、医師派遣を促進することとする。 

○ 当該医師確保に関する各都道府県の取組の中で参考となるものに

ついては、国は、好事例として周知することとする。 

（子育て支援等） 

○ 医学部入学者に占める女性の割合が増加する中、女性医師就業率

は子育て世代において低下しており、また、子育て世代の医師に対

する取組は男女問わず重要であると考えられることから、妊娠中の

支援や子育て支援（時短勤務等の柔軟な勤務体制の整備、院内保

育・病児保育施設・学童施設やベビーシッターの活用等）について

は、個々の医療機関の取組としてだけではなく、地域の医療関係

者、都道府県、市区町村等が連携し、産科及び小児科に限らず全診

療科を対象として、地域の実情に応じて取組むこととする。 

○ 子育て等の様々な理由で臨床業務を離れ、臨床業務への再就業に

不安を抱える医師のための復職研修や就労環境改善等の取組を通

じ、再就業を促進することとする。 



 

 

富山西総合病院 北館(仮称)の整備と社会医療法人の認定手続きについて 
 

2023 年 2 月 
医療法人社団藤聖会 

 
（富山西総合病院 北館(仮称)について） 
・2018 年 2 月の診療開始以来、新型コロナウイルス感染症の流行など、医療提供体制に変
化が起こっていることを踏まえ、以下のとおり診療体制の抜本的な強化のため、北館(仮
称)の増築工事を進めております。 

① 患者様の増加と感染対策のため既存の外来診療部門が手狭になっていることから、
新たな外来診療部門（14 診察室を増築）を整備し、混雑の緩和を図ります。 

② 感染症にも対応可能な救急センターを整備し、救急診療の体制を強化します。 
③ 新たな病棟を整備し、入院診療体制を強化します。（病床数 154 床⇒199 床） 
④ 手術室を増やし、急性期治療の体制を強化します。（手術室 4 室⇒7 室） 

 ※増床に際しては富山駅前ひまわり病院（45 床）と合併予定（2020 年 2 月調整会議にて報告・合意済み） 
・北館(仮称)供用は 2024 年夏頃を予定しています。増床後の病床機能の目標は下表のとお
りです。 

再編後の病床機能別病床数の目標 
病院名 病床機能 現在 再編後 
富山西総合病院 急性期 116 床 116 床 

回復期 38 床 83 床（+45 床） 
富山駅前ひまわり病院 慢性期 45 床 0 床（▲45 床） 

 
 
（社会医療法人の認定手続きについて） 
・富山西総合病院は 2018 年 4 月より「へき地医療拠点病院」の指定を受け、現在はおおむ
ね週 1 回程度のペースで富山市八尾地域の大長谷地区へ巡回診療を行っています。 
・本事業により社会医療法人の認定基準を満たす見込みであることから、2023 年度以降、
社会医療法人の認定手続きを進める予定です。 
・認定を受けた後は、引き続き富山医療圏、特に富山市の中山間地域の地域医療に力を尽く
していく予定です。大長谷地区以外の地区からも巡回診療の希望があることから、県厚生部
及び富山市保健所と協議しながら拡充を検討して参ります。 
 

以上 
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